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まままま        ええええ        がががが        きききき    

 

車社会化の急速な進展に対して、交通安全施設が不足していたことに加え、車両の

安全性を確保するための技術が未発達であったなどの原因により、昭和20年代後半か

ら40年代半ば頃まで、道路交通事故の死傷者数が全国的に著しく増加した。 

 和歌山県下における道路交通事故の死者数の推移を見ると、昭和44年に230人という

最多死者数を記録している。また、本市における最多死者数を旧市町村別に見ると、

旧田辺市で昭和44年と昭和46年に12人、旧龍神村で昭和45年に６人、旧中辺路町で平

成15年に４人、旧大塔村で昭和42年に５人、旧本宮町で昭和46年に３人となっており、

第１次交通戦争と呼ばれた昭和40年代半ばに死者数が集中している。 

このため当時、交通安全の確保は大きな社会問題となり、交通安全対策の総合的か

つ計画的な推進を図るため、昭和45年６月、交通安全対策基本法（昭和45年法律第110

号)が制定された。 

 これに基づき、国及び地方公共団体では「交通安全計画」が作成され、本市におい

ても、昭和46年度以降、９次にわたって交通安全計画を作成し、関係団体等が一体と

なって交通安全対策を強力に実施してきた。 

その結果、第９次田辺市交通安全計画（平成23年度～平成27年度）において掲げた

「年間死者数を３人以下、死傷者数を700人以下」とする目標のうち死者数は達成でき

なかったものの、死傷者数については、第９次田辺市交通安全計画の始期をまたぐ平

成23年には661人に、また終期に差し掛かる平成27年には、323人にまで減少するに至っ

た。 

しかしながら、依然として、飲酒運転やスピード違反など、交通マナーや交通ルー

ルの無視が要因となる重大事故が多発しているほか、近畿自動車道紀勢線（南紀田辺

ＩＣ－すさみ南ＩＣ）の開通をはじめとする近年の交通網の整備に伴う交通事情の変

化や高齢者人口の増加等により、今後、多くの交通事故の発生が予想される。そうし

たことから、交通事故を抑止するための効果的な対策により、交通事故を減少させる

ことが求められている。 

 また、本市における鉄道交通（軌道を含む。以下同じ。）の分野においても、踏切

道における交通事故は現在は少数であるものの、大量・高速輸送システムの進展の中

で、一たび交通事故が発生した場合には重大な事故となるおそれが常にある。 

 言うまでもなく、交通事故の防止は、関係機関・団体だけでなく、市民一人ひとり

が交通安全思想を高揚させ、交通安全意識を高め、全力を挙げて取り組まなければな

らない緊急かつ重要な課題であり、人命尊重の理念の下に、交通事故のない社会を目

指し、交通安全対策を推進していかなければならない。 

 このような観点から第10次田辺市交通安全計画は、交通安全対策基本法第26条第１

項の規定に基づき、本市における平成28年度から平成32年度までの５年間に講じるべ

き交通安全に関する施策の大綱を定めたものである。 

 この計画を基に、本市、田辺警察署及び県の各機関並びに各種関係機関・団体にお

いては、交通の状況や地域の実態に即した、具体的な施策を定め、実施するものとす

る。 

 

 

 



 

目    次 

    

計画の基本理念  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第１章 道路交通の安全  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

  第１節 道路交通事故のない社会を目指して（基本的な考え方）・・・・  ５ 

  第２節 道路交通の安全についての目標  ・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

   Ⅰ 道路交通事故の現状と今後の見通し ・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

    １ 道路交通事故の現状  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６ 

    ２ 道路交通事故の見通し  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７ 

   Ⅱ 第10次田辺市交通安全計画における目標  ・・・・・・・・・・・   ７ 

  第３節 道路交通の安全についての対策  ・・・・・・・・・・・・・・   ８ 

   Ⅰ 今後の道路交通安全対策を考える視点  ・・・・・・・・・・・・   ８ 

    １ 交通事故による被害を減らすために重点的に対応すべき対象・・  ８ 

    ２ 交通事故が起きにくい環境をつくるために重視すべき事項 ・・ １０ 

   Ⅱ 講じようとする施策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１ 

    １ 道路交通環境の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１ 

      ２ 交通安全思想の普及徹底  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２２ 

    ３ 安全運転の確保  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３１ 

    ４ 車両の安全性の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３７ 

    ５ 道路交通秩序の維持  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４０ 

    ６ 救助・救急活動の充実  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４４ 

    ７ 被害者支援の充実と推進  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４７ 

 第２章 鉄道交通の安全  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５０ 

  第１節 鉄道事故のない社会を目指して・・・・・・・・・・・・・・・  ５１ 

   Ⅰ 鉄道事故の状況等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５１ 

    １ 鉄道事故の状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５１ 

    ２ 近年の運転事故の特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５１ 

   Ⅱ 第10次田辺市交通安全計画における目標  ・・・・・・・・・・・  ５１ 

  第２節 鉄道交通の安全についての対策  ・・・・・・・・・・・・・・  ５２ 

   Ⅰ 今後の鉄道交通安全対策を考える視点  ・・・・・・・・・・・・  ５２ 

   Ⅱ 講じようとする施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５２ 

    １ 鉄道交通環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５２ 

    ２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 ・・・・・・・・・・・・  ５２ 

    ３ 鉄道の安全な運行の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５３ 

    ４ 鉄道車両の安全性の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５４ 

    ５ 救助・救急活動の充実  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５４ 

    ６ 被害者支援の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５４ 

 第３章 踏切道における交通の安全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５５ 

  第１節 踏切事故のない社会を目指して ・・・・・・・・・・・・・・・  ５６ 

   Ⅰ 踏切事故の状況等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５６ 

    １ 踏切事故の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５６ 

    ２ 近年の踏切事故の特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５６ 

   Ⅱ 第10次田辺市交通安全計画における目標 ・・・・・・・・・・・・ ５６ 

  第２節 踏切道における交通の安全についての対策 ・・・・・・・・・・  ５７ 

   Ⅰ 今後の踏切道における交通安全対策を考える視点 ・・・・・・・・  ５７ 



 

   Ⅱ 講じようとする施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５７ 

    １ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施・・・・・・・・・・・  ５７ 

    ２ 踏切道の統廃合の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５７ 

    ３ その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置・・・  ５７ 

 

  

 【参考】 

   
（＊）

が末尾に付いている用語については、本計画の最終ページに解説を付して

います。



-1- 

 

計画計画計画計画のののの基本理念基本理念基本理念基本理念 

 

１１１１    交通事故交通事故交通事故交通事故のないのないのないのない社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして 

  本市の人口は、平成22年における国勢調査では79,119人であったのに対し、平成

27年では74,777人（速報値）となっており、減少傾向にある。特に山間地域である

旧町村域においては年々減少しており、都市部への人口の流出が進んだことが要因

と考えられる。高齢化率については、本市では30.8％（住民基本台帳平成28年３月

31日現在）であり、全国平均や県平均を上回っており、特に旧町村域における高齢

化率は、40.9％（上記同）と高い数値となっているのが現状である。 

 こうした少子高齢化、過疎問題に伴う生活環境、産業振興のための基盤整備など

が重要な課題となってきている。 

このような状況の中で、真に豊かで活力のある社会を構築していくためには、そ

の前提として市民の安全と安心を確保していくことが極めて重要である。 

また、交通事故により、毎年多くの方が被害に遭われていることを考えると、交

通安全の確保は、安全で安心な社会の実現を図っていくための重要な要素である。 

これまでも、その重要性が認識され、様々な対策がとられてきたところであるが、

今後、高齢化率の更なる上昇が見込まれる中において、より一層効果的な対策の推

進が必要である。 

また、人命尊重の理念に基づき、交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失

をも勘案し、究極的には交通事故のない社会を目指していかなければならない。 

    

２２２２    人優先人優先人優先人優先のののの交通安全思想交通安全思想交通安全思想交通安全思想 

 自動車と比較して弱い立場の歩行者等、また、すべての交通については、高齢者、

障害のある人、子供等の交通弱者の安全を一層確保することが必要となる。このよ

うな「人優先」の交通安全思想を基本とし、あらゆる施策を推進していく必要があ

る。 

    

３３３３    先端技術先端技術先端技術先端技術のののの積極的活用積極的活用積極的活用積極的活用    

  これまで様々な交通安全対策がとられ、交通事故は一定の減少を見たところであ

る。 

  今後、全ての交通分野において、更なる交通事故の抑止を図り、交通事故のない

社会を実現するためには、あらゆる知見を動員して、交通安全の確保に資する先端

技術や情報の普及活用の促進に積極的に取り組んでいく必要がある。 

    

４４４４    交通社会交通社会交通社会交通社会をををを構成構成構成構成するするするする３３３３要素要素要素要素 

 本計画においては、このような観点から、①道路交通、②鉄道交通、③踏切道に

おける交通について、計画期間内に達成すべき数値目標を設定するとともに、その

実現を図るために講じるべき施策を明らかにしていくこととする。 

具体的には、交通社会を構成する人間、車両等の交通機関及びそれらが活動する

場としての交通環境という３つの要素について、可能な限り成果目標を設定した施

策を策定し、かつ、これを市民の理解と協力の下、官民一体となって強力に推進す

る。 

(1) 人間に係る安全対策 
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   交通機関の安全な運転を確保するため、運転する人間の知識・技能の向上、交

通安全意識の徹底、資格制度の強化、指導取締りの強化、運転・運行管理の改善、

労働条件の適正化等を図り、かつ、歩行者等の安全な移動を確保するため、歩行

者等の交通安全意識の向上、指導の強化等を図るものとする。 

また、交通社会に参加する市民一人ひとりが、自ら交通安全に関する意識を改

革していくことが極めて重要であることから、交通安全に関する教育、普及啓発

活動を充実させる。 

さらに、市民自らの意識改革のためには、住民が身近な地域や団体において、

地域の課題を認識し自ら具体的な目標や方針を設定したり、交通安全に関する各

種活動に直接関わったりしていくなど、安全で安心な交通社会の形成に積極的に

関与していくような仕組みづくりが必要であり、本市の実情に合わせて、かかる

仕組みを工夫する必要がある。 

 （2) 交通機関に係る安全対策 

   人間は失敗を犯すものとの前提の下で、それらの失敗が事故に結び付かないよ

うに、新技術を活用するとともに、不断の技術開発によってその構造、設備、装

置等の安全性を高め、各交通機関の社会的機能や特性を考慮しつつ、高い安全水

準を常に維持させるための措置を講じ、さらに必要な検査等を実施し得る体制を

充実させるものとする。 

 （3) 交通環境に係る安全対策 

機能分担された道路網の整備、交通安全施設等の整備、効果的な交通規制の推

進、交通に関する情報提供の充実、施設の老朽化対策等を図るものとする。 

また、交通環境の整備に当たっては、人優先の考えの下、人間自身の移動空間

と自動車や鉄道等の交通機関との分離を図ることなどにより、混合交通に起因す

る接触の危険を排除する施策を充実させるものとする。 

特に、道路交通においては、通学路、生活道路
(*)
、市街地の幹線道路

(*)
等にお

いて、歩道の整備を積極的に実施するなど、人優先の交通安全対策の更なる推進

を図ることが重要である。 

なお、これらの施策を推進する際には、高齢化社会の到来等、社会情勢の変化

を踏まえるとともに、地震や津波等に対する防災の観点にも適切な配慮を行うも

のとする。 

 

５５５５    情報通信技術情報通信技術情報通信技術情報通信技術（（（（ＩＣＴ）ＩＣＴ）ＩＣＴ）ＩＣＴ）のののの活用活用活用活用 

 前項の３要素を結び付けるものとして、また３要素それぞれの施策効果を高める

ものとして、情報の役割が重要であることから、情報の収集・提供等を積極的に進

める。 

また、有効かつ適切な交通安全対策を講じるため、その基礎として、交通事故原

因の総合的な調査・分析の充実・強化を図るものとする。 

 

６６６６    救助救助救助救助・・・・救急活動及救急活動及救急活動及救急活動及びびびび被害者支援被害者支援被害者支援被害者支援のののの充実充実充実充実 

 交通事故が発生した場合に負傷者の救命を図り、また、その被害を最小限に抑え

るため、迅速な救助・救急活動の充実、負傷者の治療の充実等を図ることが重要で

ある。犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）の制定を踏まえ、交通安全の分

野においても一層の被害者支援の充実を図るものとする。 

 

７７７７    参加参加参加参加・・・・協働型協働型協働型協働型のののの交通安全活動交通安全活動交通安全活動交通安全活動のののの推進推進推進推進 

 交通事故防止のためには、市、田辺警察署及び県の各機関並びに各種関係機関・
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団体が緊密な連携の下に、交通の安全に関する施策を推進するとともに、市民の主

体的な交通安全活動を積極的に促進することが重要であることから、当該施策に関

する計画の策定段階から市民が参加できる仕組みづくり、市民が主体的に行う交通

安全総点検、地域におけるその特性に応じた取組等により、参加・協働型の交通安

全活動を推進する。 

 

８８８８    効果的効果的効果的効果的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな対策対策対策対策のののの実施実施実施実施 

 交通安全対策については、地域の交通実態に応じて、最大限の効果を上げること

ができるような対策に集中して取り組む。 

また、交通の安全に関する施策は多方面にわたっているが、相互に密接な関連を

有するので、有機的に連携させ、総合的かつ効果的に実施することが肝要である。 

これらの施策は、少子高齢化、国際化等の社会情勢の変化や交通事故の状況、交

通事情等の変化に弾力的に対応させるとともに、その効果等を勘案して、適切な施

策を選択し、これを重点的かつ効果的に実施するものとする。 

さらに、交通の安全は、交通需要や交通の円滑性・快適性と密接な関連を有する

ものであるので、自動車交通量の拡大の抑制等によりこれらの視点にも十分配慮す

るとともに、沿道の土地利用や道路利用の在り方も視野に入れた取組を行っていく

ものとする。  

 

９９９９    公共交通公共交通公共交通公共交通におけるにおけるにおけるにおける一層一層一層一層のののの安全安全安全安全のののの確保確保確保確保    

 市民の日常生活を支え、一たび交通事故等が発生した場合には大きな被害となる

公共交通の一層の安全を確保するため、保安監査の充実・強化を図るとともに、事

業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を確認す

る運輸安全マネジメント評価
（*)

を充実・強化するものとする。 

  さらに、事業者は、多くの利用者を安全に目的地に運ぶ重要な機能を担っている

ことに鑑み、運転者等の健康管理を含む安全対策に一層取り組む必要がある。 

  また、2020 年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されること

を踏まえ、公共交通機関等へのテロや犯罪等の危害行為により交通の安全が脅かさ

れることのないよう、政府のテロ対策等とあいまって公共交通機関等の安全を確保

していくものとする。 
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第第第第１１１１章章章章    道路交通道路交通道路交通道路交通のののの安全安全安全安全    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１１１．．．．道路交通事故道路交通事故道路交通事故道路交通事故のないのないのないのない社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして 

○ 人命尊重の理念 

○ 先端技術や情報の積極的な活用 

２２２２．．．．道路交通道路交通道路交通道路交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての目標目標目標目標    

    ① 平成 32年までに年間の事故死者数（24時間死者）を 

  ３人以下にする。 

 ② 死傷者数を 300人以下にする。 

＜視点＞ 

 １ 交通事故による被害を減らすために重点的に対応すべき対象 

  ① 高齢者及び子供の安全確保        

  ② 歩行者及び自転車の安全確保        

  ③ 生活道路における安全確保 

 ２ 交通事故が起きにくい環境をつくるために重視すべき事項   

  ① 先端技術の活用推進 

  ② 交通実態等を踏まえたきめ細やかな対策の推進 

  ③ 地域ぐるみの交通安全対策の推進  

＜７つの柱＞ 

① 道路交通環境の整備     

② 交通安全思想の普及徹底   

③ 安全運転の確保       

④ 車両の安全性の確保     

⑤ 道路交通秩序の維持 

⑥ 救助・救急活動の充実 

⑦ 被害者支援の充実と推進  
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第第第第１１１１節節節節    道路交通事故道路交通事故道路交通事故道路交通事故のないのないのないのない社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして（（（（基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方））））    

 

 我々は、人命尊重の理念に基づき、究極的には、交通事故のない社会を目指すべき

である。このような意識を踏まえると、積極的に交通安全対策を実施することにより、

交通事故を減少させることができるのではないかと考える。 

 今後、本計画で定める道路交通安全について目標を達成し、安全な道路交通を実現

していくためには、これまでの対策を深化させ、様々なきめ細やかな対策を着実に推

進していくことが必要であるが、交通事故のない社会への更なる飛躍を目指していく

ためにも、今後は、日々進歩する交通安全の確保に資する先端技術や情報の活用を一

層促進していくことが重要である。 

 また、ワークライフバランスを含む生活面や環境面など、あらゆる観点を踏まえた

総合的な交通安全対策を推進することにより、交通事故が起きにくい環境をつくって

いくことが重要である。 

交通安全は、地域社会と密接な関係を有することから、地域の交通事情等を踏まえ

た上で、それぞれの地域における活動を強化していくことが重要であり、交通安全に

関する新たな仕組みづくりや方策を生み出していくなど、本市及び県の果たす役割に

も大きなものがある。 

その上で、行政、学校、家庭、職場、団体、企業等がそれぞれの責任において役割

分担しながら、その連携を強化し、また、住民が、交通安全に関する各種活動に対し

て、その計画、実行、評価の各場面において様々な形で積極的に参加し、協働してい

くことが有効である。 

中でも、交通事故被害者等は、交通事故により家族を失い、傷害を負わされるなど、

交通事故の悲惨さを我が身をもって経験し、理解していることから、交通事故被害者

等の参加や協働は、重要である。 

さらに、地域の安全性を総合的に高めていくためには、交通安全対策を防犯や防災

と併せて一体的に推進していくことが有効かつ重要である。 
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第第第第２２２２節節節節    道路交通道路交通道路交通道路交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての目標目標目標目標    

 

    ⅠⅠⅠⅠ    道路交通事故道路交通事故道路交通事故道路交通事故のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし 

        １１１１    道路交通事故道路交通事故道路交通事故道路交通事故のののの現状現状現状現状    

平成 27 年の交通事故発生状況は、 

○ 発生件数    268件（前年対比  －90件 ・ △25.1％） 

○ 死 者 数     ７人（前年対比  ±０人 ・  ±０％） 

○ 傷 者 数    329人（前年対比  －130人 ・ △28.3％） 

となっている。 

本市における交通事故による死者数については、第１次交通戦争と呼ばれた

昭和 40 年代半ばである昭和 46 年に 18 人という最多死者数を記録しており、そ

の後、若干減少するも、ほぼ横ばい状態が続いている。一方、事故発生件数に

ついては、平成 12 年から 800 件以上に、傷者数も約 1,000 人と増加し、特に平

成 13 年については事故発生件数が 836 件、傷者数が 1,052 人と、共に最多数を

記録したが、平成 20 年以降は事故発生件数・傷者数とも連続減少しているなど、

これまでの対策が奏功し、着実な減少を示してきたところである。 
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    第９次田辺市交通安全計画期間中（平成23年度～27年度)の交通死亡事故の特

徴を見ると、道路交通環境の整備、車両の安全確保、救助・救急活動の充実等

の諸対策が奏功し、死者数が減少傾向にある中で、 

    ① 65歳以上の高齢者の死者数が、全死者数の半数をほぼ超えている。 

      特に、歩行中及び自転車乗車中の死者数をとらえると、高齢死者数が約

７割を占めている。 

    ② 16歳から24歳までの若者の死者数の割合は、低くなっている。 

    ③ 死亡事故に占める飲酒事故の割合や事故発生件数に占める飲酒事故の割

合は、増減を繰り返しており、ほぼ横ばい状態が続いている。        

    等があげられるが、その理由として、 

① 高齢化社会の進行に伴い、高齢者及び高齢ドライバー人口が増大してい

るため。 

    ② 16歳から24歳までの若者の人口が減少しているため。 

    ③ 飲酒運転に対する市民の危機意識・モラルが低いため。 

   等が考えられる。 

  

２２２２    道路交通事故道路交通事故道路交通事故道路交通事故のののの見通見通見通見通しししし 

交通事故の当事者となる比率の高い高齢者人口の増加や、これに伴う高齢者

の運転免許人口の増加は、交通社会に大きな影響を与えると考えられる。また、

近畿自動車道紀勢線（南紀田辺ＩＣ－すさみ南ＩＣ）の開通をはじめとする近

年の道路網の整備に伴う交通量の増加、車両の流れの変化等に対し、きめ細や

かな交通事故対策をしなければ、高齢者が関係する事故を中心とした交通事故

の増加が懸念される。 

  

ⅡⅡⅡⅡ    第第第第10101010次次次次田辺市田辺市田辺市田辺市交通安全計画交通安全計画交通安全計画交通安全計画におけるにおけるにおけるにおける目標目標目標目標 

交通事故のない社会を達成することが究極の目標である。 

過去５年の死者数のデータを見ると、最も多かったのは平成24年の９人、最も

少なかったのは平成25年の３人となっている。こうしたデータや現状を踏まえ、

年間の24時間死者数を３人以下にすることを目指すものとする。 

また、死者数減少をはじめとする交通安全対策を推進するに当たり、事故件数

そのものの減少や死傷者数の減少に向けても一層積極的に取り組み、平成32年ま

でには年間の死傷者数を300人以下に減少させることを目指すものとする。 
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第第第第３３３３節節節節    道路交通道路交通道路交通道路交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての対策対策対策対策 

 

ⅠⅠⅠⅠ    今後今後今後今後のののの道路交通安全対策道路交通安全対策道路交通安全対策道路交通安全対策をををを考考考考えるえるえるえる視点視点視点視点    

   近年、和歌山県内の交通事故の死者数は小幅な増減を繰り返しながらも、減少

しており、本市においても同様の傾向があり、１桁台で増減を繰り返している状

態である。死者数を３人以下にするという目標を掲げる中、極力これに近づける

よう努力しなければならない。 

  各種対策の実施に当たっては、可能な限り、対策ごとの目標を設定するととも

に、その実施後において効果評価を行い、必要に応じて改善していくことも必要

である。 

   このような観点を踏まえ、①道路交通環境の整備、②交通安全思想の普及徹底、

③安全運転の確保、④車両の安全性の確保、⑤道路交通秩序の維持、⑥救助・救

急活動の充実、⑦被害者支援の充実と推進といった７つの柱により、交通安全対

策を推進する。 

   また、その際、現在及び将来の経済社会情勢や交通情勢を踏まえると今後は、

次のような視点を重視した対策を講じていかなければならない。 

 

        １１１１    交通事故交通事故交通事故交通事故によるによるによるによる被害被害被害被害をををを減減減減らすためにらすためにらすためにらすために重点的重点的重点的重点的にににに対応対応対応対応すべきすべきすべきすべき対象対象対象対象 

        （（（（１１１１））））高齢者及高齢者及高齢者及高齢者及びびびび子供子供子供子供のののの安全確保安全確保安全確保安全確保    

本市の高齢化率は30.5％と県平均30.3％（平成28年１月１日現在）を上回っ

ている。このように、高齢化率が高い本市にあっては、今後も一層高齢化が

進むことが予想されることから、高齢者が安全に、かつ、安心して外出した

り移動することができるような交通社会の形成が必要である。 

     その際には、多様な高齢者の実像を踏まえた、きめ細やかで総合的な交通

安全対策を推進し、高齢者が主として歩行及び自転車等を交通手段として利

用する場合と、自動車を運転する場合の相違に着目し、それぞれの特性を理

解した対策を構築しなければならない。 

特に、前者の場合には、歩道の整備や生活道路対策のほか、高齢者が日常

的に利用する機会の多い医療機関や福祉施設等と連携して実施していくこと

や、高齢者の事故が居住地の近くで発生することが多いことから、地域にお

ける見守り活動などを通じ、生活に密着した交通安全活動を充実させること

が重要である。 

また、加齢による身体機能の変化に関わりなく、高齢者が交通社会に参加

することを可能にするため、年齢等に関わらず多様な人々が利用しやすいよ

う、都市や生活環境を設計するとの考え方に基づき、バリアフリー化された

道路交通環境の形成を図ることも重要である。 

次に、高齢化の進行と同時に考えなければならないのが少子化の進行であ

る。安心して子供を生み、育てることができる社会を実現するためには、防

犯の観点はもちろんのこと、子供を交通事故から守る観点の交通安全対策が

一層求められる。 

市教育委員会では、学校と地域社会が一緒になって「子供たちを守ってい

く街づくり」を推進するため、「明るい笑顔 街いっぱい運動」を実施して

おり、関係機関や地域住民の協力の下、防犯及び交通安全運動にも寄与して

いる。 
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また、子供の安全を確保するため、通学路等において歩道等の歩行空間の

整備を積極的に推進する必要がある。 

 

        （（（（２２２２））））歩行者及歩行者及歩行者及歩行者及びびびび自転車自転車自転車自転車のののの安全確保安全確保安全確保安全確保    

本市では、過去５年の交通事故死者数に占める歩行者の割合が25％で、特

に歩行者のうち高齢者の割合が75％を占めている。 

また、平成27年中の交通事故負傷者数に占める歩行者の割合は14％であっ

た。 

安全で安心な社会の実現を図るためには、自動車と比較して弱い立場にあ

る歩行者の安全を確保することが必要不可欠であり、特に、高齢者や子供に

とって身近な道路の安全性を高めることがより一層求められる。 

このような情勢等を踏まえて、人優先の考えの下、通学路、生活道路、市

街地の幹線道路等において歩道の整備等による歩行空間の確保を一層積極的

に進めるなど、歩行者の安全確保を図る対策を推進していく必要がある。 

また、自転車については、自動車と衝突した場合には被害を受ける反面、

歩行者と衝突した場合には加害者となるため、それぞれの対策を講じる必要

がある。 

自転車の安全利用を促進するためには、生活道路や市街地の幹線道路にお

いて、自動車や歩行者と自転車利用者の共存を図ることができるよう、自転

車の走行空間の確保を積極的に進める必要があり、特に市街地において自転

車の走行区間の確保を進めるに当たっては、自転車交通の在り方や多様な

モード間の分担のあり方を含め、まちづくりの観点にも配慮する必要がある。   

また、自転車利用者については、自転車の交通ルールに関する理解が不十

分なことも背景として、ルールやマナーに違反する行動が多いことから、交

通安全教育等の充実を図る必要がある。 

さらに、ＪＲ駅周辺の歩道上など放置自転車が問題となっている場合には、

自転車駐車場の整備等の放置自転車対策を進める必要がある。 

加えて、横断歩道においては、歩行者が優先であることを含め、自動車等

の運転者における歩行者と自転車に対する保護意識の高揚を図る必要がある。 

    

（（（（３３３３））））生活道路生活道路生活道路生活道路におけるにおけるにおけるにおける安全確保安全確保安全確保安全確保    

地域住民の日常生活に利用される生活道路において、交通の安全を確保す

ることは重要な課題である。 

全国的には、全体の死亡事故の中で、車道幅員5.5メートル以上の道路につ

いては一貫して死亡事故件数が減少しているのに対し、車道幅員5.5メートル

未満の道路については増減しながら変動しており、安定した減少傾向とは

なっていない。このような状況を踏まえると、生活道路における安全の一層

の確保が重要である。 

このため、地域における道路交通事情等を十分に踏まえ、各地域に応じた

生活道路を対象として、自動車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備、

交通指導取締りの強化、安全な走行方法の普及等の対策を講じるとともに、

幹線道路を走行すべき自動車が生活道路へ流入することを防止するための幹

線道路における交通安全対策及び交通流の円滑化を推進するなど、生活道路

における交通の安全を確保するための対策を総合的なまちづくりの中で一層

進める必要がある。また、地域住民の主体的な参加と取組が不可欠であり、

対策の検討や関係者間での合意形成において中心的な役割を果たす人材の育
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成も重要な課題となる。 

 

２２２２    交通事故交通事故交通事故交通事故がががが起起起起きにくいきにくいきにくいきにくい環境環境環境環境をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために重視重視重視重視すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項 

（（（（１１１１））））先端技術先端技術先端技術先端技術のののの活用推進活用推進活用推進活用推進 

運転者の不注意による交通事故や、高齢運転者の身体機能等の低下に伴う

交通事故への対策として、運転者の危険認知の遅れや運転操作の誤りによる

事故を未然に防止するための安全運転を支援するシステムや、交通事故が発

生した場合にいち早く救助・救急を行えるシステムなど、技術発展を踏まえ

た各種のシステムを導入推進していく。 

また、今後も科学技術の進展があり得る中で、その導入過程における安全

確保も図りつつ、新たな技術を有効に活用しながら取組を推進していく。 

 

（（（（２２２２））））交通実態交通実態交通実態交通実態をををを踏踏踏踏まえたきめまえたきめまえたきめまえたきめ細細細細ややややかなかなかなかな対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

これまで、総合的な交通安全対策の実施により交通事故を大幅に減少させ

ることができたところであるが、今後、更なる事故抑止に向け、これまでの

対策では抑止が困難である交通事故について、発生地域、場所、形態等を詳

細な情報に基づき分析し、よりきめ細やかな対策を効果的かつ効率的に実施

していくことにより、当該交通事故の減少を図っていく。 

また、第10次田辺市交通安全計画期間中にも様々な交通情勢の変化があり

得る中で、その時々の状況を的確に踏まえた取組を行う。 

 

（（（（３３３３））））地域地域地域地域ぐるみぐるみぐるみぐるみのののの交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策のののの推進推進推進推進    

交通事故の発生場所や発生形態など事故特性に応じた対策を実施していく

ためにも、インターネット等を通じた交通事故情報の提供に努めるなど、こ

れまで以上に地域住民の交通安全対策への関心を高め、当該地域における安

全・安心な交通社会の形成に、自らの問題として積極的な参加を促し、市民

主体の意識を醸成していく。 

また、安全な交通環境の実現のためには、交通社会の主体となる運転者、

歩行者等の意識や行動を周囲・側面からサポートしていく社会システムを、

各地域における交通情勢を踏まえ、行政、関係団体、住民等の協働により形

成していく。    
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ⅡⅡⅡⅡ    講講講講じようとするじようとするじようとするじようとする施策施策施策施策 

 

        １１１１    道路交通環境道路交通環境道路交通環境道路交通環境のののの整備整備整備整備    

  本市では、幹線道路における事故が多く占めるほか、歩行者･自転車が関連す

る事故は、生活道路において多く発生している。 

また、少子高齢化が一層進行する中で、子供を事故から守り、高齢者や障害

のある人が安全に、かつ、安心して外出できる交通社会の形成を図る観点から、

安全・安心な歩行空間が確保された人優先の道路交通環境整備の強化を図って

いくものとする。 

    

        （（（（１１１１））））生活道路等生活道路等生活道路等生活道路等におけるにおけるにおけるにおける人優先人優先人優先人優先のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな歩行空間歩行空間歩行空間歩行空間のののの整備整備整備整備    

生活道路への通過交通の流入等の問題も踏まえ、歩行者の視点からの道路

整備や交通安全対策は今後とも重要な課題である。 

このため、地域の協力を得ながら、通学路、生活道路、市街地の幹線道路

等において歩道を積極的に整備するなど、「人」の視点に立った交通安全対

策を推進していく必要があり、特に、交通の安全を確保する必要がある道路

において、歩道等の交通安全施設等の整備、効果的な交通規制の推進等きめ

細やかな事故防止対策を実施することにより、車両の速度の抑制や、自動車、

自転車、歩行者等の異種交通が分離された安全な道路交通環境を形成するこ

ととする。 

    ア 生活道路における安全対策の推進 

自転車･歩行者の関係する交通事故が多く発生している生活道路におい

て、国、県、市、地域住民等が連携し、歩道整備、車両速度の抑制、通過

交通の抑制等の対策に取り組み、子供や高齢者等が安心して通行できる道

路空間の確保を図る。 

公安委員会においては、交通規制、交通管制及び交通指導取締りの融合

に配意した施策を推進する。具体的には、生活道路における歩行者・自転

車利用者の安全を確保するため、高輝度標識等の見やすく分かりやすい道

路標識・道路標示の整備や信号灯器のＬＥＤ化、路側帯の設置・拡幅、ゾーン

規制の活用等の安全対策や、外周幹線道路を中心に信号機の高度化、光ビー

コン
（*)

、交通情報板等によるリアルタイム（即時、同時）の交通情報提供

等の交通流円滑化対策を実施する。また、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号。以下｢バリアフリー法｣
(*)

という。）に規定されている生活関連経路を構成する道路を中心に、歩行

者と自動車の流れを分離して歩行者と自動車を錯そうさせない動線とする

ため、歩行者と自動車の事故を防止する歩車分離式信号機の整備を推進す

る。 

道路管理者においては、歩道の整備等の交通安全対策により、安心して

移動できる歩行空間ネットワークづくりを進める。 

また、道路標識の高輝度化、大型化、可変化、自発光化、標示板の共架、

設置場所の統合・改善を行い、見やすく分かりやすい道路標識・道路標示

の整備を推進する。    

一方、山間部等において、生活道路や非常時等のう回路となる道路につ

いては、落石や転落等による事故のおそれがある危険箇所に、落石防止柵

やガードレール等の施設整備を推進する。 

イ 通学路における交通安全の確保 
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通学路における交通安全を確保するため、定期的な合同点検の実施や対

策の改善・充実等の継続的な取組を支援するとともに、道路交通実態に応

じ、警察、教育委員会、学校、道路管理者等の関係機関が連携し、ハード・

ソフトの両面から必要な対策を推進する。 

高等学校、中学校、小学校、幼稚園、保育所及び認定こども園、児童館

等に通う児童生徒、園児、幼児の通行の安全を確保するため、通学路の歩

道整備等を積極的に推進する。 

    ウ 高齢者、障害のある人等の安全に資する歩行空間等の整備 

（ア）高齢者や障害のある人を含め、全ての人が安全に安心して参加し活動

できる社会を実現するため、ＪＲ駅、公共施設、福祉施設、病院等の周

辺を中心に、歩道等の整備を積極的に実施する。 

このほか、歩道の段差・傾斜・勾配を改善するとともに、音響式信号

機や歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機、エスコート

ゾーン
（*)

、歩行者用休憩施設、自転車駐車場、障害者等用駐車区画
(*)
を

整備する。併せて、高齢者、障害のある人等の通行の安全と円滑を図る

とともに、高齢運転者の増加に対応するため、信号灯器のＬＥＤ化、道

路標識の高輝度化等を推進する。
 

また、駅前等の交通結節点
(*)
において、スロープ化や建築物との直結

化が図られた立体横断施設、交通広場等の整備を推進し、歩きたくなる

ような安全で快適な歩行空間を確保する。 

特に、バリアフリー法
(*)
に基づき、重点整備地区に定められたＪＲ紀

伊田辺駅の周辺地区等においては、公共交通機関等のバリアフリー化と

連携しつつ、誰もが歩きやすい幅の広い歩道、道路横断時の安全を確保

する機能を付加したバリアフリー対応型信号機等の整備を連続的・面的

に整備し、ネットワーク化を図る。 

また、交差点等に設置する通信装置と高齢者、障害のある人等が所持

する携帯端末等との双方向通信により、安全な通行に必要な情報を提供

するとともに、信号機の青時間の延長を行う歩行者等支援情報通信シス

テム（ＰＩＣＳ）
（*)

を整備し、高齢者、障害のある人等の安全な移動を

支援する。 

さらに、視覚障害者誘導用ブロック、歩行者用の案内標識、バリアフ

リーマップ等により、公共施設の位置や施設までの経路等を適切に案内

する。 

（イ）横断歩道、バス停留所付近の違法駐車等の悪質性、危険性、迷惑性の

高い駐車違反に対する取締りを強化するとともに、高齢者、障害のある

人等の円滑な移動を阻害する要因となっている歩道や視覚障害者誘導用

ブロック上等の自動二輪車等の違法駐車についても、国、県と連携を図

りつつ積極的な取締りを推進する。 

 

（（（（２２２２））））高速道路高速道路高速道路高速道路のののの更更更更なるなるなるなる活用促進活用促進活用促進活用促進によるによるによるによる生活道路生活道路生活道路生活道路とのとのとのとの機能分化機能分化機能分化機能分化    

高規格幹線道路
（*)

から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、

道路の適切な機能分化を推進する。 

特に、高規格幹線道路等、事故率の低い道路利用を促進するとともに、生

活道路における通過交通や車両速度を抑制する。 

 

（（（（３３３３））））幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路におけるにおけるにおけるにおける交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策のののの推進推進推進推進    
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幹線道路における交通安全については、高規格幹線道路
(*)
から生活道路に

至るネットワークによって適切に機能が分担されるよう、道路の体系的整備

を推進するとともに、他の交通機関との連携強化を図る道路整備を推進する。

さらに、一般道路に比べて安全性が高い高規格幹線道路の利用促進を図る。 

    ア 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）の推進 

交通安全に資する道路整備事業の実施に当たって、効果を科学的に検証

しつつ、マネジメントサイクル
(*)
を適用することにより、効率的・効果的

な実施に努め、少ない予算で最大の効果を獲得できるよう、次の手順によ

り「事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦)」を推進する。 

（ア） 全国の国道における死傷事故は特定の区間に集中していることを踏ま

え、死傷事故率の高い区間や地域の交通安全の実情を反映した区間等、

事故の危険性が高い特定の区間を第三者の意見を参考にしながら選定す

る。 

（イ） 地域住民に対し、事故危険区間であることの注意喚起を行うとともに、

事故データにより、卓越した事故類型や支配的な事故要因等を明らかに

した上で、今後蓄積していく対策効果データを活用しつつ、事故要因に

即した効果の高い対策を立案・実施する。 

    （ウ）対策完了後は、対策の効果を分析・評価し、必要に応じて追加対策を

行うなど、評価結果を次の新たな対策の検討に活用する。 

    イ 事故危険箇所対策の推進 

特に、事故の発生割合の大きい幹線道路の区間やビッグデータの活用に

より潜在的な危険区間等を事故危険箇所として指定し、公安委員会と道路

管理者が連携して集中的な事故抑止対策を実施する。事故危険箇所におい

ては、信号機の新設・改良、歩車分離式信号の運用、道路標識の高輝度化

等、歩道等の整備、交差点改良、視距
（*)

の改良、付加車線等の整備、バス

路線等における停車帯の設置及び防護柵、区画線等の整備、道路照明・視

線誘導標等の設置等を推進する。 

    ウ 幹線道路における交通規制 

一般道路については、交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、交

通安全施設の整備状況、道路交通実態の状況等を勘案しつつ、速度規制及

び追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制等について見直しを行い、

その適正化を図る。 

また、高速自動車国道等については、交通流の変動、道路構造の改良状

況、交通安全施設の整備状況、交通事故の発生状況等を総合的に勘案して、

交通実態に即した交通規制となるよう見直しを推進する。 

特に、交通事故多発区間においては、速度規制等の必要な安全対策を推

進するとともに、交通事故、天候不良等の交通障害が発生した場合は、臨

時交通規制を迅速かつ的確に実施し、二次事故の防止を図る。 

    エ 重大事故の再発防止 

社会的影響の大きい重大事故が発生した際は、速やかに事故要因を調査

し、同様の事故の再発防止を図る。 

    オ 適切に機能分担された道路網の整備 

    （ア）高規格幹線道路
(*)
から居住地域内道路に至るネットワークを体系的に

整備するとともに、歩道や自転車道等の整備を積極的に推進し、歩行者、

自転車、自動車等の異種交通の分離を図る。 

（イ）安全性の高い高規格幹線道路等の整備やインターチェンジの増設等に
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ついては、道路ネットワーク全体の安全性が向上し、交通量が分散され

ることにより渋滞が緩和され、京阪神圏から紀南地域への移動時間が短

縮される。 

また、災害時の代替ルートとしての利用、パトカーや救急車などの緊

急車両の到着時間や搬送時間の短縮も期待される。 

（ウ）居住地内の通過交通の抑制と交通の効果的な分散により、円滑で安全

な道路交通環境を確保するため、バイパス等の整備を推進する。 

（エ）幹線道路で囲まれた居住地域内や歩行者等の通行の多い商業地域内等

においては、通過交通をできる限り幹線道路に転換させるなど道路機能

の分化により、生活環境を向上させるため、補助的な幹線道路、区画道

路
（*)、

歩行者専用道路等の系統的な整備を行うとともに、公安委員会によ

り実施される交通規制及び交通管制との連携を強化し、ハンプ
(*)
・狭さ

く等による車両速度及び通過交通の抑制等を総合的に実施する。 

    カ 高速自動車国道等における事故防止対策の推進 

高速自動車国道等においては、緊急に対処すべき交通安全対策を総合的

に実施する観点から、交通安全施設等の整備を計画的に進めるとともに、

渋滞区間における道路の拡幅等の改築事業、適切な道路の維持管理、道路

交通情報の提供等を積極的に推進し、安全水準の維持、向上を図る。 

（ア）安全で円滑な自動車交通を確保するため、緊急対策を実施すべき箇所

について、雨天、夜間等の事故要因の詳細な分析を行い、これに基づき

中央分離帯強化型防護柵
（*)

、自発光式視線誘導標
（*)

、高機能舗装
（*)

、高

視認性区画線
（*)

の整備等を重点的に実施するとともに、道路構造上往復

に分離されていない非分離区間については、対向車線へのはみ出しによ

る重大事故を防止するため高視認性ポストコーン
（*)

、高視認性区画線の

設置による簡易分離施設の視認性の向上と共に、凹凸型路面標示
（*)

の設

置、中央分離帯の設置等分離対策の強化を図る。また、歩行者及び自転

車等の立入り事案による事故防止のための標識や路面標示の整備など、

総合的な事故防止対策を推進する。 

また、事故発生後の救助・救急活動を支援する緊急開口部
(*)
の整備等

も併せて実施するとともに、高速自動車国道におけるヘリコプターによ

る 救助救急活動を支援する。 

（イ） 過労運転やイライラ運転を防止し、安全で快適な自動車走行に資する、

より良い走行環境の確保を図るため、本線拡幅やインターチェンジの改

良、事故や故障による停車車両の早期撤去等による渋滞対策、休憩施設

の混雑解消等を推進する。 

（ウ）道路利用者の多様なニーズに応え、道路利用者へ適切な道路交通情報

を提供する道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）
(*)
及びＩＴＳスポッ

ト
(*)
などの整備・拡充を図るとともに、渋滞の解消及び利用者サービス

の向上を図るため、情報通信技術を活用して即時に道路交通情報の提供

を行う利用者サービスの向上等を推進する。 

          （エ）重大事故につながる可能性の高い高速道路での逆走事故を防止するた

め、効果的な対策を検討・導入していく。 

    キ 改築等による交通事故対策の推進 

      交通事故の多発等を防止し、安全かつ円滑・快適な交通を確保するため、

次の方針により道路の改築等による交通事故対策を推進する。 

（ア）歩行者及び自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため、歩道等
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を設置するための既存道路の拡幅等により、道路交通の安全に寄与する

道路の改築事業を推進する。 

（イ）交差点及びその付近における交通事故の防止と交通渋滞の解消を図る

ため、幹線道路においては、右折レーンの設置により進入速度の抑制を

図るなど、交差点改良等を推進する。また、狭小な道路の交差点におい

ては、すみ切り
(*)
や、カーブミラー等の設置を推進する。 

（ウ）道路の機能と沿道の土地利用を含めた道路の利用実態との調和を図る

ことが交通の安全の確保に資することから、路上駐停車対策等を推進す

る。 

（エ）住居系地区等における歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行空

間を確保するため、これらの交通量や通行の状況に即した整備を推進す

る。また、商業系地区等においても、同様に状況に即した整備を進める

とともに、一部地域では歩行者の安全性の向上を図るために車道を蛇行

させ、心理的に車の速度を低下させるコミュニティ道路の整備を推進す

る。 

（オ）世界遺産「熊野古道」をはじめとした史跡や文化的景観の残る地区に

おける生活交通並びに観光客等の観光交通、また幹線道路の通過交通を

適切に分離するため、文化的な景観地区へ至る誘導路の整備、幹線道路

からの案内板整備、地区内の標識・案内板等の整備を総合的に推進する。 

    ク 交通安全施設等の高度化 

（ア）信号機については、交通状況の変化に合理的に対応できるように、集

中制御化
(*)
、プログラム多段系統化

(*)
、多現示化

(*)
、高齢者等感応化、歩

車分離化、信号灯器のＬＥＤ化等の高度化を推進する。 

（イ）道路の構造、交通の状況等に応じた交通の安全を確保するために、道

路標識の高輝度化等、高機能舗装
(*)
、高視認性区画線

(*)
の整備等を推進す

るほか、交通事故発生地点を容易に把握し、速やかな事故処理及び的確

な事故調査が行えるようにするとともに、自動車の位置や目的地までの

距離を容易に確認できるようにするためのキロポスト（地点標)の整備を

推進する。また、見通しの悪いカーブで、対向車が接近してくることを

知らせる対向車接近システムの整備を推進する。 

 

（（（（４４４４））））交通安全施設等交通安全施設等交通安全施設等交通安全施設等のののの整備事業整備事業整備事業整備事業のののの推進推進推進推進    

平成27年度から平成32年度までを計画期間とする社会資本整備重点計

画（平成27年９月18日閣議決定）に即して、公安委員会及び道路管理者が連

携し、事故実態の調査を行いつつ、次の方針により重点的、効果的かつ効率

的に交通安全施設等整備事業を推進することにより、道路交通環境を改善し、

交通事故の防止と交通の円滑化を図る。 

    ア 交通安全施設等の戦略的維持管理 

公安委員会では、整備後長期間が経過した信号機等の老朽化対策が課題

となっていることから、平成25年に「インフラ老朽化対策の推進に関する

関係省庁連絡会議」において策定された「インフラ長寿命化基本計画」等

に即して、中長期的な視点に立った老朽施設の更新、施設の長寿命化、ラ

イフサイクルコスト
(*)
の削減等を推進する。 

    イ 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

生活道路における人優先の考えの下、車両速度の抑制、通過交通の抑制
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の総合的な交通事故対策を推進するとともに、少子高齢社会の進行を踏ま

え、歩行空間のバリアフリー化及び通学路における安全・安心な歩行空間

の確保を図る。 

      また、自転車利用環境の整備、無電柱化の推進、安全上課題のある踏切

の対策等により、歩行者・自転車の安全な通行空間の確保を図る。 

    ウ 幹線道路対策の推進 

幹線道路では交通事故が特定の区間に集中して発生していることから、

事故危険箇所等の事故の発生割合の大きい区間において重点的な交通事故

対策を実施する。この際、事故データの客観的な分析による事故原因の検

証に基づき、信号機の改良、交差点改良等の対策を実施する。 

    エ 交通円滑化対策の推進 

  交通安全に資するため、信号機の新設、高度化及び道路標識、道路標示

の大型化、高輝度化、交差点の立体化等を推進するほか、駐車対策を実施

することにより、交通容量の拡大を図り、交通の円滑化を推進する。 

    オ 道路交通環境整備への住民参加の促進 

     地域住民や道路利用者の主体的な参加の下に交通安全施設等の点検を行

う交通安全総点検を積極的に推進するとともに、主要幹線道路において「標

識・信号機ＢＯＸ」等を活用して、道路利用者が日常から抱いている意見

を道路交通環境の整備に反映する。 

カ 連絡会議等の活用 

和歌山県警察と道路管理者が設置している「和歌山県道路交通環境安全

推進連絡会議」やその下に設置されている「アドバイザー会議」を活用し、

学識経験者のアドバイスを受けつつ、施策の企画、評価、進行管理等に関

する協議を行い、的確かつ着実に安全な道路交通環境の実現を図る。 

 

  （（（（５５５５））））歩行者空間歩行者空間歩行者空間歩行者空間のバリアフリーのバリアフリーのバリアフリーのバリアフリー化化化化    

高齢者や障害のある人を含めて全ての人が安全に、安心して参加し活動で

きる社会を実現するため、ＪＲ駅、公共施設、福祉施設、病院等を結ぶ歩行

空間の連続的・面的なバリアフリー化を積極的に推進する。また、バリアフ

リー化をはじめとする安全・安心な歩行空間を整備する。 

 

        （（（（６６６６））））無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの推進推進推進推進    

歩道の幅員の確保や歩行空間のバリアフリー化等により歩行者の安全を図

るとともに、安全で快適な通行空間の確保、道路の防災性の向上、良好な景

観の形成、情報通信ネットワークの信頼性の向上、観光振興の観点から、新

たな無電柱化計画を策定し、道路の新設、拡幅等を行う際に同時整備を推進

するとともに、電線共同溝の浅層埋設等低コスト手法の導入によるコスト縮

減等を図るほか、地上機器の小型化による歩行者の安全性確保などの取組に

より、無電柱化を推進する。 

    

        （（（（７７７７））））効果的効果的効果的効果的なななな交通規制交通規制交通規制交通規制のののの推進推進推進推進    

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、規制内容を

より合理的なものにするように努め、効果的な交通規制を行う。 

速度規制については、最高速度規制が交通実態に合った合理的なものと

なっているかどうかの観点から、点検・見直しを進めることに加え、一般道

路においては、実勢速度、交通事故発生状況等を勘案しつつ、規制速度の引
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上げ、規制理由の周知措置等を計画的に推進するとともに、生活道路におい

ては、速度抑制対策を積極的に推進する。 

駐車規制については、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場

所を中心に、地域住民等の意見要望を十分に踏まえた上で、道路環境、交通

量、駐車需要等に即応したきめ細やかな駐車規制を推進する。 

また、信号制御については、歩行者・自転車の視点で、信号をより守りや

すくするために、横断実態等を踏まえ、歩行者の待ち時間の長い押しボタン

式信号の改善を行うなど、信号表示の調整等の運用の改善を推進する。 

    

        （（（（８８８８））））自転車利用環境自転車利用環境自転車利用環境自転車利用環境のののの総合的整備総合的整備総合的整備総合的整備 

      ア 安全で快適な自転車利用環境の創出 

クリーンな移動手段としての自転車の活用を図るとともに、自転車の役

割と位置付けを明確にし、歩行者と自転車の事故等への対策を講じるなど、

安全で快適な自転車利用環境を創出する必要があり、自転車は車両である

との原則の下、自転車道や自転車専用通行帯、自転車の通行位置を示した

道路等の自転車走行空間ネットワークの整備により、自転車利用環境の総

合的な整備を推進する。 

また、自転車通行の安全性を向上させるため、自転車と自動車を混在さ

せる区間では、 周辺の交通実態等を踏まえ、必要に応じて、駐車禁止又は

駐停車禁止の規制を実施する。 

  さらに、自転車を共同で利用するコミュニティサイクルなどの自転車利

用促進策や、ルール・マナーの啓発活動などを積極的に推進する。 

    イ 自転車等の駐車対策の推進 

 ＪＲ駅周辺等における放置自転車等の問題の解決を図るため、道路管理

者、田辺警察署、鉄道事業者等が適切な協力関係を保持し、地域の状況に

応じ、「田辺市自転車等の駐車秩序に関する条例」（平成17年５月１日条

例第165号）等によるＪＲ駅前広場及び道路に放置されている自転車等の整

理・撤去等を推進する。 

特に、バリアフリー法
(*)
に基づき、本市が定める重点整備地区内におけ

る生活関連経路を構成する道路においては、高齢者、障害のある人等の移

動の円滑化に資するため、関係機関・団体が連携した広報啓発活動等の違

法駐車を防止する取組及び自転車駐車場等の整備を重点的に推進する。 

 

        （（（（９９９９））））高度道路交通高度道路交通高度道路交通高度道路交通システムシステムシステムシステム（（（（ＩＴＳ）ＩＴＳ）ＩＴＳ）ＩＴＳ）のののの活用活用活用活用    

道路交通の安全性、輸送効率及び快適性の向上を実現するとともに、渋滞

の軽減等の交通の円滑化を通じて環境保全に寄与することを目的に、最先端

のＩＣＴ等を用いて、人と道路と車両とを一体のシステムとして構築し、安

全性、輸送効率及び快適性の向上を実現するとともに、渋滞の軽減等の交通

の円滑化を通じて環境保全に寄与することを目的とした高度道路交通システ

ム（ＩＴＳ）
(*)
を引き続き推進する。 

     また、道路交通情報通信システム
(*)
の整備として、安全で円滑な道路交通

を確保するため、リアルタイムの渋滞情報、所要時間、規制情報等の道路交

通情報を提供するＶＩＣＳ
(*)
の整備・拡充を推進するとともに、情報提供の

充実及び対応車載機の普及を図る。 

さらに、詳細な道路交通情報の収集・提供のため、光ビーコン
(*)
、ＥＴＣ

２．０
(*)
等のインフラ

(*)
の整備を推進する。   
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（（（（10101010））））交通需要交通需要交通需要交通需要マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント（ＴＤＭ（ＴＤＭ（ＴＤＭ（ＴＤＭ））））(*)(*)(*)(*)
のののの推進推進推進推進    

道路交通の渋滞緩和及び円滑化を図るため、バイパス、環状道路の整備や

交差点の改良等による交通容量の拡大策並びに交通管制の高度化を推進する。

併せて、広報・啓発活動を積極的に行いその定着化を図る。 

    ア 公共交通機関利用の促進 

鉄道、バス等の公共交通機関の確保・維持・改善を図るための施策を推

進するとともに、広報紙等を活用した利用促進に取り組むことで、公共交

通機関への転換による円滑な道路交通の実現を図る。 

      また、公共交通機関利用者の利便性の向上に資するため、鉄道・バス事

業者による運行頻度・運行時間の見直し、乗継ぎ改善等により、シームレ

ス(*)な公共交通の実現を図る。 

    イ 自動車利用の効率化 

      相乗りや共同集配などを促進し、乗用車の平均乗車人数の増加及び貨物

自動車の積載率の向上を図るなど、効率的な自動車利用を推進する。 

 

        （（（（11111111））））災害災害災害災害にににに備備備備えたえたえたえた道路交通環境道路交通環境道路交通環境道路交通環境のののの整備整備整備整備 

    ア 災害に備えた道路の整備 

地震、津波、豪雨等による災害が発生した場合においても安全・安心な

生活を支える道路交通の確保を図る。 

      地震発生時の応急活動を迅速かつ安全に実施できる信頼性の高い道路

ネットワークを確保するため、緊急輸送道路の橋りょう耐震対策を推進す

る。 

また、豪雨等においても、安全・安心で信頼性の高い道路ネットワーク

を確保するため、道路斜面等の防災対策や災害のおそれのある区間を回

避・代替する道路の整備を推進する。 

津波に対しては、津波による人的被害を最少化するため、道路利用者へ

の早期の情報提供、迅速な避難を行うための避難路の整備と共に、津波被

害発生時においても緊急輸送道路を確保するため、津波浸水域を回避する

高規格幹線道路
(*)
等の整備を推進する。 

    イ 災害に強い交通安全施設等の整備 

  地震、津波、豪雨等による災害が発生した場合においても安全な道路交

通を確保するため、交通管制センター、交通監視カメラ、各種車両感知器、

交通情報板等の交通管制施設の整備を推進するとともに、通行止め等の交

通規制を迅速かつ効果的に実施するための道路災害の監視システムの開

発・導入や交通規制資機材の整備を推進する。併せて、災害発生時の停電

による信号機の機能停止を防止する信号機電源付加装置
（*)

の整備を推進す

る。 

    ウ 災害発生時における交通規制 

災害発生時においては、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、

被害状況を把握した上で、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）の規定

に基づく通行禁止等の必要な交通規制を迅速かつ的確に実施する。 

併せて、災害発生時における混乱を最小限に抑える観点から、交通量等

が一定の条件を満たす場合において安全かつ円滑な道路交通を確保できる

環状交差点の活用を図る。 

    エ 災害発生時における情報提供の充実 
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  災害発生時においては、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確

に収集・分析・提供し、復旧をはじめ、緊急交通路、緊急輸送道路等の確

保及び道路利用者等に対する道路交通情報の提供等に資するため、交通監

視カメラ、車両感知器、道路情報提供装置、道路管理情報システム等の整

備を推進するとともに、インターネット等を活用した道路・交通に関する

災害情報等の提供を推進する。 

      また、民間事業者が保有するプローブ情報
(*)
を活用しつつ、災害時に交

通情報を提供するための環境の整備を推進する。 

 

        （（（（12121212））））総合的総合的総合的総合的なななな駐車対策駐車対策駐車対策駐車対策のののの推進推進推進推進    

 道路交通の安全と円滑を図り、都市機能の維持及び増進に寄与するため、

交通の状況や地域の特性に応じた総合的な駐車対策を推進する。 

    ア きめ細やかな駐車規制の推進 

地域住民等の意見要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直し

を実施するとともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配慮し、

地域の交通実態等に応じた規制の緩和を行うなど、きめ細やかな駐車規制

を推進する。 

    イ 違法駐車対策の推進 

    （ア）悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を指向した取締りを推進す

る。 

また、道路交通環境等当該現場の状況を勘案した上で必要があると認

められる場合は、取締り活動ガイドラインの見直し等適切に対応する。    

（イ）運転者の責任を追及できない放置車両について、当該車両の使用者に

対する放置違反金納付命令及び繰り返し放置違反金納付命令を受けた使

用者に対する使用制限命令の積極的な活用を図り、使用者責任を追及す

る。他方、交通事故の原因となった違反や常習的な違反等悪質な駐車違

反については、運転者の責任追及を徹底する。 

（ウ）交通混雑が著しいＪＲ駅周辺等で自転車等の大量放置の見られる箇所

については、市、道路管理者、田辺警察署、ＪＲ及び地元住民の適切な

協力関係を保持し、「田辺市自転車等の駐車秩序に関する条例」等に基

づきＪＲ紀伊田辺駅周辺道路等に放置されている自転車等の整理・撤去

を積極的に行い、併せて放置自転車の排除及び自転車の保管場所の確保

等に関し、市民への広報・啓発活動を推進する。 

    ウ 駐車場等の整備 

「田辺市中高層建築物指導要綱」（平成17年５月１日要綱第42号）によ

り、居住用の中高層建築物を建築する建築主に対し、駐車場の設置を指導

する。 

    エ 違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高揚 

   違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等に関し、市民への広報・

啓発活動を行うとともに、関係機関・団体との密接な連携を図り、地域交

通安全活動推進委員の積極的な活動等により、住民の理解と協力を得なが

ら違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高揚を図る。 

    オ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 

      必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、自治会、

地元商店街等地域の意見要望を十分に踏まえた駐車規制の点検・改善、道

路利用者や関係事業者等による自主的な駐車抑制の促進、道路管理者に対
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する路外駐車場や路上荷さばきスぺース整備の働きかけ、違法駐車の取締

り、積極的な広報・啓発活動等ハード・ソフト一体となった総合的な駐車

対策を推進する。 

 

（（（（11113333））））道路交通情報道路交通情報道路交通情報道路交通情報のののの充実充実充実充実    

安全で円滑な道路交通を確保するためには、運転者に対して道路交通情報

を分かりやすく提供することが重要であり、適時・適切な情報を提供するた

め、道路交通情報の充実を図る必要がある。 

    ア 情報収集・提供体制の充実 

多様化する道路利用者のニーズに応えて道路利用者に対し必要な道路交

通情報を提供することにより、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、

光ファイバーネットワーク等の新たな情報技術を活用しつつ、光ビーコン

(*)
、交通監視カメラ、車両感知器、交通情報板、道路情報提供装置等の整

備による情報収集・提供体制の充実を図る。 

    イ 分かりやすい道路交通環境の確保 

      時間別・車種別等の交通規制の実効を図るための視認性・耐久性に優れ

た大型固定標識等の整備及び利用者のニーズに即した系統的で分かりやす

い案内標識の整備を推進する。 

また、主要な幹線道路の交差点及び交差点付近において、ルート番号等

を用いた案内標識の設置の推進、案内標識の英語表記改善の推進等により、

国際化の進展への対応に努める。 

 

        （（（（14141414））））交通安全交通安全交通安全交通安全にににに寄与寄与寄与寄与するするするする道路交通環境道路交通環境道路交通環境道路交通環境のののの整備整備整備整備 

    ア 道路の使用及び占用の適正化等 

（ア）道路の使用及び占用の適正化 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たって

は、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するために適

正な運用を行うとともに、許可条件の履行、占用物件等の維持管理の適

正化について指導する。 

      （イ）不法占用物件の排除等 

道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態把握、強力

な指導取締りによりその排除を行い、特に、市街地について重点的にそ

の是正を実施する。 

さらに、道路上から不法占用物件等を一掃するためには、沿道住民を

始め道路利用者の自覚に待つところが大きいことから、不法占用等の防

止を図るための啓発活動を沿道住民等に対して積極的に行い、「道路ふ

れあい月間
（*)

」等を中心に道路の愛護思想の普及を図る。  

（ウ）道路の掘り返しの規制等 

道路の掘り返しを伴う占用工事については、事故・渋滞を防止するた

め、施工時期や施工方法を調整する。 

さらに、掘り返しを防止する抜本的対策として共同溝等の整備を推進

する。 

    イ 休憩施設等の整備の推進 

過労運転に伴う事故防止や近年の高齢運転者等の増加に対応して、都市

間の一般道路において追越しのための付加車線や「道の駅」等の休憩施設

等の整備を積極的に推進する。 
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ウ 子供の遊び場等の確保 

子供の遊び場の不足を解消し、路上遊び等による交通事故の防止に資す

るとともに、市街地における良好な生活環境づくり等を図るため、社会資

本整備重点計画等に基づき、公園等の整備を推進する。 

さらに、住宅地域や、交通頻繁地域等の子供の遊び場等の環境に恵まれ

ない地域やこれに近接する地域において、公立の保育所、小学校、中学校

及び高等学校の校庭や体育施設の開放促進を図る。 

    エ 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、欠

壊又は異常気象等により交通が危険であると認められる場合及び道路に関

する工事のためやむを得ないと認められる場合には、道路法（昭和27年法

律第180号）に基づき、迅速かつ的確に通行の禁止又は制限を行う。また、

必要とされる車両の寸法、重量等の最高限度を超える車両の通行の禁止又

は制限に対する違反を防止するため、指導取締りを推進する。 

      オ 地域に応じた安全の確保 

積雪寒冷等による通行規制地域においては、冬期の安全な道路交通を確

保するため、冬期積雪・凍結路面対策として適時適切な除雪や凍結防止剤

散布等を推進する。 

さらに、安全な道路交通の確保に資するため、気象、路面状況等を収集

し、道路利用者に提供する道路情報提供装置等の整備を推進する。 
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２２２２    交通安全思想交通安全思想交通安全思想交通安全思想のののの普及徹底普及徹底普及徹底普及徹底    

  交通安全教育は、自他の生命尊重という理念の下に、交通社会の一員として

の責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、地域の安全に貢献

できる良き社会人を育成する上で、重要な意義を有している。 

  交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間の成長過程

に合わせ、生涯にわたる学習を促進して市民一人ひとりが交通安全の確保を自

らの課題として捉えるよう意識の改革を促すことが重要である。 

  また、人優先の交通安全思想の下、子供、高齢者、障害のある人等の交通弱

者に関する知識を身につけさせ、思いやりの心を育むとともに、交通事故被害

者等の痛みを思いやり、交通事故の被害者にも加害者にもならない交通マナー

の意識を育てることが重要である。 

  このため、交通安全教育指針（平成10年国家公安委員会告示第15号）等を活

用し、幼児から高齢者に至るまで、心身の発達段階やライフステージに応じた

段階的かつ体系的な交通安全教育を行う。特に、高齢化が進行する中で、高齢

者自身の交通安全意識の向上を図るとともに、他の世代に対しても高齢者の特

性を知り、その上で高齢者を保護し、高齢者に配慮する意識を高めるための啓

発指導を強化する。 

    さらに、自転車を使用することが多い小学生、中学生及び高校生に対しては、

自転車運転者講習制度の施行も踏まえ、自転車利用に関する道路交通の基礎知

識、交通安全意識及び交通マナーに係る教育を充実させる。 

  学校においては、教育活動全体を通じて計画的かつ組織的に実施するよう努

めるとともに、学校保健安全法（昭和33年法律第56号）に基づき学校安全計画

を策定し、児童生徒等に対し、通学を含めた学校生活及びその他の日常生活に

おける交通安全に関して、自転車の利用に係るものを含めた指導を実施する。

障害のある児童生徒等に対しては、特別支援学校等において、その障害の特性

を踏まえ、交通安全に関する指導に配慮する。 

  交通安全教育・普及啓発活動を行うに当たっては、参加・体験・実践型の教

育方法を積極的に取り入れ、教材の充実を図るとともに、インターネットを活

用するなどして、市民が自ら納得して安全な交通行動を実践することができる

よう、必要な情報を分かりやすく提供することに努める。 

  また、行政、関係機関、各種団体、地域社会及び家庭が、互いに連携をとり

ながら地域ぐるみの活動が推進されるよう促す。特に交通安全教育・普及啓発

活動に当たる関係者の指導力の向上を図るとともに、地域における民間の指導

者を育成し、地域の実情に即した自主的な活動を促進する。 

さらに、地域ぐるみの交通安全教育・普及啓発活動を効果的に推進するため、

高齢者を中心に、子供、親の世代が交通安全をテーマに交流する世代間交流の

促進に努める。また、地域の見守り活動等を通じ、地域ぐるみで子供、高齢者、

障害のある人等の交通弱者の安全確保に取り組む。 

交通事故をなくする田辺市民運動推進協議会では、交通事故をなくすために、

交通道徳の高揚と交通事故防止のための施策を推進している。今後も、本協議

会に加盟の関係機関等と積極的に連携をとり、市民一人ひとりが交通事故をな

くすために、正しい交通ルールや交通マナーの遵守に努められるよう、より効

果的な活動を実施していく。 

田辺市交通指導員会では、毎月１日、15 日の通園、通学時における園児、児

童等に対する街頭指導、各種イベントでの交通雑踏整理等の活動を行うほか、
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市教育委員会が実施する「明るい笑顔 街いっぱい運動」にも参加しており、

今後も交通安全だけでなく、防犯面においても協力していく。 

また、田辺市交通指導員会の田辺支部、龍神支部、中辺路支部、大塔支部、

本宮支部の５支部は、それぞれの地域の交通事情に応じた活動を行っており、

今後も、上部組織である田辺市交通指導員会本部役員会を中心に、各支部の相

互の連携、田辺警察署等関係機関との連携を密にし、活動を展開していく。 

    

        （（（（１１１１））））段階的段階的段階的段階的かつかつかつかつ体系的体系的体系的体系的なななな交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進 

    ア 幼児に対する交通安全教育の推進 

幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、

基本的な交通ルールを遵守し、交通マナーを実践するための知識や日常生

活において安全に道路を通行するために必要な基本的技能及び知識を習得

させることを目標とする。 

 幼稚園、保育所及び認定こども園においては、家庭、地域、関係機関・

団体と連携・協力を図りながら、日常の教育・保育活動のあらゆる場面を

捉えて交通安全教育を計画的かつ継続的に行う。幼児に対して分かりやす

い指導に努めるとともに、指導資料の作成、教職員の指導力の向上及び教

材・教具の整備を推進する。 

      児童館においては、遊びによる生活指導の一環として、交通安全に関す

る指導を推進する。関係機関・団体は、幼児の心身の発達や交通状況等の

地域の実情を踏まえた幅広い教材・教具・情報の提供等を行い、幼稚園、

保育所及び認定こども園における交通安全教育を支援するとともに、幼児

の保護者が常に幼児の手本となって安全に道路を通行するなど、家庭にお

いて適切な指導ができるよう保護者に対する交通安全講習会等の実施に努

める。 

    イ 小学生に対する交通安全教育の推進 

小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、

歩行者及び自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、

道路及び交通の状況に応じて、安全に道路を通行するために、道路交通に

おける危険を予測し、これを回避して安全に通行する意識及び能力を高め

ることを目標とする。 

小学校においては、家庭、地域、関係機関・団体等と連携・協力を図り

ながら、体育科等各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など、学

校の教育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、

乗り物の安全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性等

について重点的に交通安全教育を実施する。 

  このため、関係機関が作成した、自転車の安全な利用や安全な通学のた

めの教育教材等を活用し、交通安全教室を一層推進するほか、教員等を対

象とした心肺そ生法の実技講習会等を実施する。 

関係機関・団体は、小学校における交通安全教育の支援を行うとともに、

児童に対する補完的な交通安全教育を推進する。また、保護者が日常生活

の中で模範的な行動をとり、歩行中、自転車乗用中等、実際の交通の場面

で、児童に対し、基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう保護

者を対象とした交通安全講習会等を開催する。 

  さらに、交通指導員等による登下校時の児童の安全に係る指導を推進す

る。  
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ウ 中学生に対する交通安全教育の推進 

中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事

柄、特に、自転車で安全に道路を通行するために、必要な技能と知識を十

分に習得させるとともに、道路を通行する場合は、他の人々の安全にも配

慮できるようにすることを目標とする。 

中学校においては、家庭、地域、関係機関・団体と連携・協力を図りな

がら、学校の教育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全

な利用、自動車等の特性、危険の予測と回避、標識等の意味、応急手当等

について重点的に交通安全教育を実施する。 

      このため、関係機関が作成した、自転車の安全な利用や安全な通学のた

めの教育教材等を活用し、交通安全教室の開催や教員等を対象とした心肺

そ生法の実技講習会等を実施する。 

    エ 高校生に対する交通安全教育の推進 

高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全を推進して

いく必要がある。特に、二輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に

道路を通行するために、必要な技能と知識を十分に習得させるとともに、

交通社会の一員として交通ルールを遵守し、自他の生命を尊重するなど責

任を持って行動することができるような健全な社会人を育成することを目

標とする。また、自転車が車両であることの認識を深め、交通ルールと交

通マナーの徹底について交通安全教育を実施する。 

高等学校においては、家庭、地域、関係機関・団体と連携・協力を図り、

春と秋に交通安全街頭指導、毎月15日に自転車マナーアップキャンペーン

を実施するとともに、学校の教育活動全体を通じて、自転車の安全な利用、

二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任、応急手当等に

ついて更に理解を深める。また、生徒の実態や地域の実情に応じて、安全

運転を推進する機関・団体やＰＴＡ等と連携しながら、安全運転に関する

意識の高揚と実践力の向上を推進するとともに、実技指導等を含む実践的

な交通安全教育の充実を図る。さらに、近い将来、生徒の多くが、普通免

許等を取得することが予想されることから、免許取得前の教育としての性

格を重視した交通安全教育を行う。さらに、二輪車・自動車の安全に関す

る指導については、運転免許を「取らない」、二輪車等を「買わない」、

「乗らない」、「親は子供の要求に負けない」を目標とした、「３＋１な

い運動」を推進していく。 

      関係機関・団体は、高等学校において行われる交通安全教育が円滑に実

施できるよう、指導者の派遣、情報の提供等の支援を行う。また、地域に

おいては、暴走族等への加入阻止も視野に入れた補完的な交通安全教育を

推進する。また、小中学校等との交流を通して、高校生の果たし得る役割

を考えさせるとともに、交通安全活動への積極的な参加を促す。 

    オ 成人に対する交通安全教育の推進 

成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転の確保の観点から、

免許取得時及び免許取得後の運転者への教育を中心として行うほか、社会

人に対する交通安全教育の充実に努める。 

運転免許取得時の教育は、自動車教習所における教習が中心となること

から、教習水準の一層の向上に努める。 

      免許取得後の運転者教育は、運転者としての社会的責任の自覚、安全運

転に必要な技能及び技術、特に危険を予測し、回避する能力の向上、交通
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事故被害者等の心情等交通事故の悲惨さに対する理解、交通安全意識及び

交通マナーの向上を目標とし、公安委員会が行う各種講習、自動車教習所、

民間の交通安全教育施設等が受講者の特性に応じて行う運転者教育及び事

業所の安全運転管理の一環として安全運転管理者、運行管理者等が行う交

通安全教育を中心として行う。 

      自動車等の使用者は、安全運転管理者、運行管理者等を法定講習、指導

者向けの研修会等へ積極的に参加させ、事業所における自主的な安全運転

管理の推進に努める。また、自動車安全運転センター安全運転中央研修所

等の研修施設において、高度な運転技術、指導方法等を身に付けた運転者

教育指導者の育成を図るとともに、これらの交通安全教育を行う施設の整

備を推進する。 

  また、公民館等の社会教育施設においても、交通安全のための啓発や学

習機会の提供を図るとともに、ＰＴＡ、女性団体、青少年団体、自治組織

等による交通安全活動の実践を促進する。 

    カ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

高齢化の進行に伴って高齢者が関係する交通事故が増加している現状に

鑑み、高齢者に対する交通安全教育を積極的に推進する。 

高齢者に対する交通安全教育は、運転免許の有無等により、交通行動や

危険認識、交通ルール等の知識に差があることに留意しながら、加齢に伴

う身体機能の変化が歩行者又は運転者としての交通行動に及ぼす影響や、

運転者側から見た歩行者の危険行動を理解させるとともに、道路及び交通

の状況に応じて安全に道路を通行するために必要な実践的技能及び交通

ルール等の知識を習得させることを目標とする。 

      高齢者に対する交通安全教育を推進するため、県、田辺警察署及び老人

クラブ等関係機関・団体と連携の下、高齢者に対する交通安全指導担当者

の養成、教材・教具等の開発等、指導体制の充実に努めるとともに、教育

手法に関する、これまでの調査研究の成果等も活用しながら、シルバーリー

ダー等を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的に推進す

る。 

また本市では、平成28年度から「いきいき田辺交通安全学校」を開催す

るほか、交通事故をなくする田辺市民運動推進協議会では、県の高齢者交

通安全対策事業を活用して交通安全教室を開催するなど、高齢者の交通事

故の特性や交通事故防止策など、地域の実情に応じた交通安全教育を実施

することにより、参加者はもとより、地域住民全体の交通安全意識の向上

に努める。 

      老人クラブや田辺市社会福祉協議会などの関係機関・団体、交通ボラン

ティア、医療機関・福祉施設関係者等と連携して、高齢者の交通安全教室

等を開催するとともに、高齢者に対する社会教育活動・福祉活動、各種の

催し等の多様な機会を活用した交通安全教育を実施する。特に、運転免許

を持たないなど、交通安全教育を受ける機会のなかった高齢者を中心に、

家庭訪問による個別指導、見守り活動等の高齢者と日常的に接する機会を

利用した助言等により、高齢者の移動の安全が地域ぐるみで確保されるよ

うに努める。 

この場合、高齢者の自発性を促すことに留意しつつ、高齢者の事故実態

に応じた具体的な指導を行うこととし、反射材用品の活用等交通安全用品

の普及にも努める。 
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また、高齢運転者に対しては、老人クラブや田辺市社会福祉協議会など

の関係機関・団体、自動車教習所等と連携して、個別に安全運転の指導を

行う講習会等を開催し、高齢運転者の受講機会の拡大を図るとともに、そ

の自発的な受講の促進に努める。 

      電動車いすを利用する高齢者に対しては、電動車いすの製造メーカーで

組織される団体等と連携して、購入時等における安全利用に向けた指導・

助言を徹底するとともに、継続的な交通安全教育の促進に努める。 

また、地域における高齢者の安全運転の普及を促進するため、シルバー

リーダーを対象とした安全運転教育を実施する。 

      さらに、地域及び家庭において適切な助言等が行われるよう、高齢者を

中心に、子供、親の３世代が交通安全をテーマに交流する世代間交流の促

進に努める。 

    キ 障害のある人に対する交通安全教育の推進 

障害のある人に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得

のため、地域における福祉活動の場を利用するなどして、障害の程度に応

じ、きめ細やかな交通安全教育を推進する。また、手話通訳者の配置、字

幕入りビデオの活用等と共に、身近な場所における教育機会の提供、効果

的な教材の開発等に努める。 

      さらに、自立歩行ができない障害のある人に対しては、介護者、交通ボ

ランティア等の障害のある人に付き添う者を対象とした講習会等を開催す

る。 

    

（（（（２２２２））））効果的効果的効果的効果的なななな交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進    

交通安全教育を行うに当たっては、参加・体験・実践型の教育方法を積極

的に活用する。 

交通安全教育を行う機関・団体は、交通安全教育に関する情報を共有し、

他の関係機関・団体の求めに応じて交通安全教育に用いる資機材の貸与、講

師の派遣及び情報の提供等、相互の連携を図りながら交通安全教育を推進す

る。 

また、受講者の年齢や道路交通への参加の態様に応じた交通安全教育指導

者の養成・確保を進めるとともに、シミュレーター等の教育教材等の充実を

図るほか、映像記録型ドライブレコーダーによって得られた事故等の情報を

活用するなど効果的な教育手法の開発・導入に努める。 

さらに、交通安全教育の効果を確認し、必要に応じて教育の方法、利用す

る教材の見直しを行うなど、常に効果的な交通安全教育の促進に努める。 

    

        （（（（３３３３））））交通安全交通安全交通安全交通安全にににに関関関関するするするする普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動のののの推進推進推進推進 

    ア 交通安全運動の推進 

      市民一人ひとりに広く交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの

遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、市民自身による道

路交通環境の改善に向けた取組を推進するための市民運動として、交通事

故をなくする田辺市民運動推進協議会を中心に、交通関係機関・団体が相

互に連携して、交通安全運動を組織的・継続的に展開する。 

交通安全運動の実施に当たっては、高齢者の交通事故防止、子供の交通

事故防止、全ての座席のシートベルト及びチャイルドシートの正しい着用

の徹底、夜間（特に薄暮時）における交通事故防止、自転車の安全利用の
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推進、飲酒運転の根絶等を運動の重点とし、地域の実情に即した効果的な

運動を実施する。 

      また、事前に、運動の趣旨、実施期間、運動重点、実施計画等について

広く住民に周知することにより、市民参加型の交通安全運動の充実・発展

を図るとともに、関係機関・団体が連携し、運動終了後も継続的・自主的

な活動が展開されるよう、事故実態、市民や交通事故被害者や遺族のニー

ズ等を踏まえた実施に努める。 

さらに、地域に密着した、きめ細やかな活動が期待できる民間団体及び

交通ボランティアの参加促進を図り、参加・体験・実践型の交通安全教室

の開催等により、交通事故を身近なものとして意識させる交通安全活動を

促進する。 

    イ 自転車の安全利用の推進 

      自転車乗車中の交通事故や自転車の安全利用を促進するため、「自転車

安全利用五則」（平成19年７月10日 中央交通安全対策会議 交通対策本部

決定 ①自転車は車道が原則、歩道は例外②車道は左側を通行③歩道は歩

行者優先で、車道寄りを徐行④安全ルールを守る⑤子供はヘルメット着用）

を活用することにより、歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正し

い乗り方に関する普及啓発の強化を図る。特に、自転車の歩道通行時にお

けるルールをはじめ、携帯電話を手で保持して通話しながら、あるいは、

画像表示用装置を手で保持して画像表示部を注視しながらの乗車、大きな

音量でのヘッドホン等の使用により周囲の音が聞こえない状態での乗車の

危険性についての周知・徹底を図る。自転車は、歩行者、自転車等と衝突

した場合には加害者となる側面も有しており、交通に参加する者としての

十分な自覚・責任が求められることから、そうした意識の啓発を図るとと

もに、関係事業者の協力を得つつ、損害賠償責任保険等への加入を推進す

る。 

また、自転車運転者講習制度を適切に運用し、危険な違反行為を繰り返

す自転車運転者に対する教育を推進する。 

薄暮の時間帯から夜間にかけて自転車の重大事故が多発する傾向にある

ことを踏まえ、自転車の灯火の点灯を徹底し、自転車の側面等への反射材

用品の取付けを促進する。 

自転車に同乗する幼児の安全を確保するため、保護者に対して幼児の同

乗が運転操作に与える影響等を体感できる参加・体験・実践型の交通安全

教育を実施するほか、幼児を同乗させる場合において安全性に優れた幼児

２人同乗用自転車の普及を促進するとともに、シートベルトを備えている

幼児用座席に幼児を乗せるときは、シートベルトを着用させるよう広報啓

発活動を推進する。 

幼児・児童の保護者に対して、自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘル

メット着用による被害軽減効果についての理解を促進させ、幼児・児童の

ヘルメット着用の徹底を図るほか、高齢者や中学・高校生等の自転車利用

者に対し、ヘルメット着用を促進する。 

    ウ 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底 

シートベルトの着用効果及び正しい着用方法についての理解を求め、後

部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底を図

る。 

平成27年10月現在における一般道のシートベルト着用率は、運転席
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98.2％、助手席95.4％、後部座席35.3％（県警察とＪＡＦ和歌山支部との

田辺市稲成町における合同調査）であることを踏まえて、県及び関係機関

団体との協力の下、あらゆる機会・媒体を通じて着用徹底の啓発活動等を

展開する。 

エ チャイルドシートの正しい使用の徹底 

チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について、着用推進

シンボルマーク等を活用しつつ、幼稚園、保育所、認定こども園、病院等

と連携した保護者に対する効果的な広報啓発・指導に努め、正しい使用の

徹底を図る。 

    オ 反射材用品等の普及促進 

夕暮れ時から夜間までにおける視認性を高め、歩行者及び自転車利用者

の事故防止に効果が期待できる反射材用品や自発光式ライト等の普及を図

るため、各種広報媒体を活用して積極的な広報啓発を推進するとともに、

反射材用品等の視認効果、使用方法等について理解を深めるため、参加・

体験・実践型の交通安全教育の実施及び関係機関・団体と協力した自転車

の街頭指導等で「貼る」「付ける」活動を展開するほか、交通関係イベン

トを通じて反射材用品の展示を行うなど、反射材の普及促進に努める。 

      反射材用品等は、全年齢層を対象として普及を図る必要があるが、歩行

中の交通事故死者数の中で占める割合が高い高齢者に対しては、特にその

普及の促進を図る。また、衣服や靴、かばん等の身の回り品への反射材用

品の組込みを推奨するとともに、適切な反射性能等を有する製品について

の情報提供に努める。 

特に、秋口の日没時間が早くなることにより、夕暮れ時の自動車、自転

車、歩行者の動きが重なり合う時間帯に、交通事故が多発する傾向にある

ことから、田辺警察署等と連携し、交通事故をなくする田辺市民運動推進

協議会、田辺市交通指導員会等の交通安全啓発団体を中心に、普及・促進

を行う。 

    カ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交

通安全教育や広報啓発を引き続き推進するとともに、交通ボランティアや

安全運転管理者、酒類製造・販売業者、酒類提供飲食店、駐車場関係者等

と連携してハンドルキーパー運動の普及・啓発に努めるなど、地域、職域

等における飲酒運転根絶の取組を更に進め、「飲酒運転をしない、させな

い」という市民の規範意識の確立を図る。特に若年運転者層は、他の年齢

層に比較して飲酒運転における死亡事故率が高いなどの特性を有している

ことから、若年運転者層をはじめ、年齢に応じた広報啓発を関係機関と連

携し推進する。 

また、アルコール依存症に関する広報啓発を行うとともに、相談、指導

及び支援等につながるよう、関係機関・団体が連携した取組の推進に努め

る。 

    キ 危険ドラッグ対策の推進 

危険ドラッグの濫用から県民の健康と安全を守るため、平成24年12月に

「和歌山県薬物の濫用防止に関する条例」（平成24年12月28日条例第83号）

が制定され、危険ドラッグへの規制強化が図られている。 

また、チラシ等に危険ドラッグに関する内容を盛り込み、交通安全運動

や交通安全イベント等において配布するなど、危険ドラッグを使用した上
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での運転等の悪質性・危険性に関する普及啓発を図る。 

    ク 効果的な広報の実施 

交通の安全に関する広報については、テレビ、ラジオ、新聞、携帯端末、

インターネット等の広報媒体を活用して、交通事故等の実態を踏まえた広

報、日常生活に密着した内容の広報等、具体的で訴求力の高い内容を重点

的かつ集中的に実施するなど、実効の上がる広報を次の方針により行う。 

    （ア）家庭、学校、職場、地域等と一体となった広範なキャンペーンや、官

民が一体となった各種の広報媒体を通じての集中的なキャンペーン等を

積極的に行うことにより、高齢者の交通事故防止、全ての座席のシート

ベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、違

法駐車の排除等を図る。 

（イ）交通安全に果たす家庭の役割は極めて大きいことから、本市及び関係

機関・団体による広報紙やインターネットを通じて家庭に浸透するきめ

細やかな広報の充実に努め、子供、高齢者等を交通事故から守るととも

に、飲酒運転を根絶し、暴走運転、無謀運転等を追放する。 

（ウ）民間団体の交通安全に関する広報活動を援助するため、本市及び関係

機関等は、交通の安全に関する資料、情報等の提供を積極的に行うとと

もに、報道機関の理解と協力を求め、気運の盛り上がりを図る。 

ケ その他の普及啓発活動の推進 

（ア）高齢者の交通事故防止に関する意識を高めるため、高齢者交通安全

マークの普及・活用を図るとともに、加齢に伴う身体機能の変化が交通

行動に及ぼす影響等について科学的な知見に基づいた広報を積極的に

行う。 

また、他の年齢層に高齢者の特性を理解させるとともに、高齢運転者

標識（高齢者マーク）を取り付けた自動車への保護意識を高めるように

努める。 

  併せて、障害の特性についても理解させるとともに、身体障害者標

識（身体障害者マーク）及び聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）を取

り付けた自動車への保護意識を高めるよう努める。 

（イ）薄暮の時間帯から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあることか

ら、夜間の重大事故の主原因となっている最高速度違反、飲酒運転等に

よる事故実態・危険性等を広く周知し、これらの違反の防止を図る。 

また、季節や気象の変化、地域の実態等に応じ、交通情報板等を活用

するなどして自動車及び自転車の前照灯の早期点灯を促す。 

（ウ）市民が、交通事故の発生状況を認識し、交通事故防止に関する意識の

啓発等を図ることができるよう、インターネット等各種広報媒体を通じ

て事故データ及び事故多発地点に関する情報の発信・提供に努める。 

（エ）自動車アセスメント情報
（*)

をはじめ、安全装置の有効性、自動車の正

しい使い方、点検整備の方法に係る情報、交通事故の概況等の情報を総

合的な安全情報として取りまとめ、自動車利用者、自動車運送事業者、

自動車製作者等の情報の受け手に応じ適時適切に届けることにより、関

係者の交通安全に関する意識を高める。 

（オ）学識経験者と参加者による討議等により、交通安全活動に新しい知見

を加え、交通安全意識の高揚を図ることを目的とした各種会議を開催す

る。 
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        （（（（４４４４））））交通交通交通交通のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする民間団体等民間団体等民間団体等民間団体等のののの主体的活動主体的活動主体的活動主体的活動のののの推進推進推進推進    

     交通安全を目的とする民間団体については、交通安全指導者の養成等の事

業及び諸行事に対する援助並びに交通安全に必要な資料の提供活動を通じて、

その主体的な活動を促進する。また、地域団体、自動車製造・販売団体、自

動車利用者団体等については、それぞれの立場に応じた交通安全活動が地域

の実情に即して効果的かつ積極的に行われるよう、交通安全運動等の機会を

利用して働きかけを行う。そのため、交通安全対策に関する行政・民間団体

間及び民間団体相互間において定期的に連絡協議を行い、交通安全に関する

市民挙げての活動の展開を図る。 

     交通事故をなくする田辺市民運動推進協議会では、官民一体となった組織

となっているため、特に、春と秋の全国交通安全運動、わかやま夏・冬の交

通安全運動前には、運動の趣旨を理解いただくため、加盟団体に運動の要綱

やポスターを送付し、それぞれの立場においても自主的な活動の推進をお願

いする。 

また、田辺市交通指導員会では、和歌山県交通指導員会連絡協議会、田辺

周辺交通指導員会連絡協議会等が主催する研修会に積極的に参加し、資質の

向上及び相互の連絡協調を図る。            
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３３３３    安全運転安全運転安全運転安全運転のののの確保確保確保確保    

安全運転を確保するためには、すべての運転者の能力や資質の向上を図るこ

とが必要であり、このため、運転者のみならず、これから運転免許を取得しよ

うとする者までを含めた運転者教育等の充実に努める。 

特に、今後大幅に増加することが予想される高齢運転者に対する教育等の充

実を図る一方、運転免許制度については、最近の交通情勢を踏まえて必要な改

善を図る。 

    また、運転者に対して、運転者教育、安全運転管理者による指導、その他広

報啓発等により、横断歩道においては、歩行者が優先であることを含め、高齢

者や障害のある人、子供をはじめとする歩行者や自転車に対する保護意識の高

揚を図る。 

さらに、今後の自動車運送事業の変化を見据え、企業・事業所等が交通安全

に果たすべき役割と責任を重視し、企業・事業所等の自主的な安全運転管理対

策の推進及び自動車運送事業者の安全対策の充実を図るとともに、交通労働災

害の防止等を図るための取組を進める。 

    

        （（（（１１１１））））運転者教育等運転者教育等運転者教育等運転者教育等のののの充実充実充実充実    

     安全運転に必要な知識及び技能を身に付けた上で安全運転を実践できる運

転者を育成するため、免許取得前から交通安全教育の充実を図るとともに、

免許取得時及び免許取得後においては、特に、実際の交通場面で安全に運転

する能力を向上させるための教育を行う。 

     また、これらの機会が、単なる知識や技能を教える場にとどまることなく、

交通事故の悲惨さの理解を深める教育、自らの身体機能の状況や健康状態に

ついて自覚を促す教育等を行うことを通じて、運転者の安全に運転しようと

する意識及び態度を向上させるよう、教育内容の充実を図る。 

    ア 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実 

    （ア）自動車教習所における教習の充実 

自動車教習所の教習に関し、交通事故の発生状況、道路環境等の交通

状況を勘案しつつ、教習指導員等の資質の向上、教習内容及び技法の充

実を図り、教習水準を高める。 

また、教習水準に関する情報の市民への提供に努める。 

    （イ）取得時講習の充実 

原付免許、普通二輪免許、大型二輪免許、普通免許、準中型免許、中

型免許、大型免許、普通二種免許、中型二種免許及び大型二種免許を取

得しようとする者に対する取得時講習の充実に努める。 

    イ 運転者に対する再教育等の充実 

取消処分者講習、停止処分者講習、違反者講習、初心運転者講習、更新

時講習及び高齢者講習により運転者に対する再教育が効果的に行われるよ

う、講習施設・設備の拡充を図るほか、講習指導員の資質向上、講習資機

材の高度化並びに講習内容及び講習方法の充実に努める。 

      特に、飲酒運転を防止する観点から、飲酒取消講習の確実な実施や飲酒

学級の充実に努める。 

自動車教習所については、既に運転免許を取得した者に対する再教育も

実施するなど、地域の交通安全教育センターとしての機能の充実に努める。 

    ウ 二輪車安全運転対策の推進 

取得時講習のほか、二輪車安全運転講習及び原付安全運転講習の推進に
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努める。また、指定自動車教習所における交通安全教育体制の整備等を促

進し、二輪車運転者に対する教育の充実強化に努める。 

    エ 高齢運転者対策の充実 

    （ア）高齢者に対する教育の充実 

高齢者講習の効果的実施等に努める。特に、認知機能検査に基づく高

齢者講習においては、検査の結果に応じたきめ細やかな講習を実施する

とともに、講習の合理化・高度化を図り、より効果的な教育に努める。 

    （イ）臨時適性検査等の確実な実施 

認知機能検査、運転適性相談等の機会を通じて、認知症の疑いがある

運転者の把握に努め、臨時適性検査等の確実な実施により、安全な運転

に支障のある者については運転免許の取消し等の行政処分を行う。 

       また、臨時適性検査等の円滑な実施のため、関係機関・団体と連携し

て、同検査等を実施する認知症に関する専門医の確保を図るなど、体制

の強化に努める。    

    （ウ）高齢運転者標識（高齢者マーク）の活用 

高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢者マークの積極的な使用の

促進を図る。 

（エ）運転経歴証明書の充実 

運転経歴証明書の身分証明書としての機能を充実させ、運転免許証を

自主返納した者の支援に努める。 

    オ シートベルト、チャイルドシート並びに乗車用ヘルメットの正しい着用

の徹底 

      全ての座席のシートベルト、チャイルドシート並びに乗車用ヘルメット

の正しい着用の徹底を図るため、関係機関・団体と連携し、各種講習・交

通安全運動等、あらゆる機会を通じて、着用効果の啓発等着用推進キ

ャンペーンを積極的に行うとともに、シートベルト、チャイルドシート並

びに乗車用ヘルメット着用義務違反に対する街頭での指導取締りの強化を

図る。 

    カ 自動車安全運転センターの業務の充実 

自動車安全運転センター安全運転中央研修所における各種の訓練施設を

活用し、高度の運転技能と専門的知識を必要とする安全運転指導者や職業

運転者、青少年運転者等に対する参加・体験・実践型の交通安全教育の充

実を図る。 

    キ 自動車運転代行業の指導育成等 

自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者

の保護を図るため、自動車運転代行業者に対し、立入検査等を行うほか、

無認定営業、損害賠償措置義務違反、無免許運転等の違法行為の厳正な取

締りを実施する。 

    ク 自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実 

自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断については、民間

参入の促進を図るなど、受診環境の整備を行い、受診を積極的に促進する。 

    ケ 危険な運転者の早期排除 

      行政処分制度の適正かつ迅速な運用により長期未執行者の解消に努める

ほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気等にかかっ

ていると疑われる者等に対する臨時適性検査等の迅速・的確な実施に努め

るなど、危険な運転者の早期排除を図る。 
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        （（（（２２２２））））運転免許制度運転免許制度運転免許制度運転免許制度のののの改善改善改善改善    

交通事故の傾向等、最近の交通情勢を踏まえ、運転免許試験については、

現実の交通環境における能力の有無を的確に判定するものになっているかに

ついて検証を行い、必要に応じ、改善を図る。 

     また、市民の立場に立った運転免許業務を行うため、手続の簡素化の推進

により更新負担の軽減を図るとともに、高齢者講習については、自動車教習

所等と連携して、受講者の受入れ体制の拡充を図る。 

     さらに、運転免許試験場における障害のある人等のための設備・資機材の

整備及び運転適性相談活動の充実を図る。 

 

        （（（（３３３３））））安全運転管理安全運転管理安全運転管理安全運転管理のののの推進推進推進推進    

     安全運転管理者及び副安全運転管理者（以下「安全運転管理者等」という。）

に対する講習の充実等により、これらの者の資質及び安全意識の向上を図る

とともに、事業所内で交通安全教育指針に基づいた交通安全教育が適切に行

われるよう、安全運転管理者等を指導する。 

また、安全運転管理者等による若年運転者対策及び貨物自動車の安全対策

の一層の充実を図るとともに、安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図

り、企業内の安全運転管理体制を充実強化し、安全運転管理業務の徹底を図

る。 

     さらに、事業活動に関してなされた道路交通法違反等についての使用者等

への通報制度を十分活用するとともに、使用者、安全運転管理者等による下

命、容認違反等については、使用者等の責任追及を徹底し適正な運転管理を

図る。 

事業活動に伴う交通事故防止を更に促進するため、映像記録型ドライブレ

コーダー、デジタル式運行記録計等（以下「ドライブレコーダー等」という。）

の安全運転の確保に資する車載機器の普及促進に努めるとともに、ドライブ

レコーダー等によって得られた事故等の情報の交通安全教育や安全運転管理

への活用方法について周知を図る。 

 

        （（（（４４４４））））事業用自動車事業用自動車事業用自動車事業用自動車のののの安全安全安全安全プランプランプランプラン等等等等にににに基基基基づくづくづくづく安全対策安全対策安全対策安全対策のののの推進推進推進推進    

     事業用自動車の事故死者数・人身事故件数の半減等を目標に立てた事業用

自動車総合安全プランに基づく、安全体質の確立、コンプライアンス
(*)
の徹

底等についての取組を推進する。    

                ア 運輸安全マネジメント等を通じた安全体質の確立 

   事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネジ

メント評価
(*)
を行う。運輸安全マネジメント評価

(*)
にて、事業者によるコン

プライアンス
(*)
を徹底・遵守する意識付けの取組を的確に確認する。 

自動車運送事業の運行管理者に対する指導講習については、自動車運送

事業等の安全を確保するため、事業者に対し、運行管理者に受講させるよ

う義務付ける。 

    イ 自動車運送事業者等に対する監督指導等の充実 

業務との密接な関係の中で発生する交通事故を防止するため、「労働基

準法」（昭和 22 年法律第 49 号）、「自動車運転者の労働時間等の改善の

ための基準」（平成元年労働省告示第７号）及び「交通労働災害防止のた
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めのガイドライン」等の履行の徹底を図り、これらに基づく適切な労務管

理及び運行管理が行われるよう、自動車運送事業者に対し監督指導等を実

施する。 

なお、過重労働等により重大な事案を発生させた自動車運送事業者に対

しては関係行政機関と連携の上、必要な監督指導を実施し、労務管理又は

運行管理に重大な問題が認められた場合には厳正に対処する。 

また、関係行政機関の連絡会議や相互通報制度を活用して情報の交換を

行い、的確に監督指導対象事業場を選定する。 

加えて、関係事業者団体による指導を啓発し、当該団体を通じての自主

的な取組の促進に努める。 

特に、貨物自動車運送事業者については、貨物自動車運送適正化事業実

施機関を通じての過労運転・過積載の防止等運行の安全を確保するための

指導の徹底を図る。 

    ウ 飲酒運転の根絶 

   点呼時にアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認を徹底する

よう指導するとともに、常習飲酒者をはじめとした運転者や運行管理者に

対し、アルコールの基礎知識や節酒方法等の飲酒運転防止の専門的な指導

を実施するアルコール指導員の普及促進を図り、事業者における飲酒運転

ゼロを目指す。 

      また、危険ドラッグ等の薬物使用による運行の絶無を図るため、危険ド

ラッグ等薬物に関する正しい知識や使用禁止について、運転者に対する日

常的な指導・監督を徹底するよう、事業者や運行管理者等に対し指導を行

う。 

    エ ＩＣＴ・新技術を活用した安全対策の推進 

      事業者による事故防止の取組を推進するため、衝突被害軽減ブレーキ等

のＡＳＶ
(*)
装置や運行管理に資する機器等の普及促進に努める。 

    オ 業態ごとの事故発生傾向、主要な要因等を踏まえた事故防止対策 

      輸送の安全を図るため、トラック・バス・タクシーの業態ごとの特徴的

な事故傾向を踏まえた事故防止の取組を現場関係者とも一丸となって実施

させるとともに、新たな免許区分である準中型免許の創設を踏まえ、初任

運転者向けの指導・監督マニュアルの策定や、高齢運転者等に対する、よ

り効果的な指導方法の確立など、更なる運転者教育の充実・強化を検討・

実施する。 

  さらに、平成28年１月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、

規制緩和後の貸切バス事業者の大幅な増加に対する監査要員体制、人口減

少・高齢化に伴うバス運転者の不足、旅行業者と貸切バス事業者の取引関

係等の構造的な問題を念頭に置きつつ、徹底的に再発防止策について検討

し、結論の得られたものから速やかに実施する。 

    カ 事業用自動車の事故調査委員会の提案を踏まえた対策 

      社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事故の背景に

ある組織的・構造的問題の更なる解明や、より客観的で質の高い再発防止

策を提言するため、平成26年に事業用自動車事故調査委員会が発足したと

ころであり、今後、同委員会における事故の原因分析・再発防止策の提言

を受け、事業者等の関係者が適切に対応するなど、事故の未然防止に向け

た取組を促進する。 
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    キ 運転者の体調急変に伴う事故防止対策の推進 

      運転者の体調急変に伴う事故を防止するため、「事業用自動車の運転者の

健康管理マニュアル」の周知・徹底を図るとともに、睡眠時無呼吸症候群、

脳ドック等のスクリーニング検査
（*）

の普及を図るための方策を検討・実施

する。 

    ク 貨物自動車運送事業安全性評価事業の促進等 

      全国貨物自動車運送適正化事業実施機関において、貨物自動車運送事業

者について、利用者が安全性の高い事業者を選択することができるように

するとともに、事業者全体の安全性向上に資するものとして実施している

「貨物自動車運送事業安全性評価事業」（通称Ｇマーク事業）を促進する。 

      また、国、地方公共団体及び民間団体等において、貨物自動車運送を伴

う業務を発注する際には、それぞれの業務の範囲内で道路交通の安全を推

進するとの観点から、安全性優良事業所（通称Ｇマーク認定事業所）の認

定状況も踏まえつつ、関係者の理解も得ながら該当事業所が積極的に選択

されるよう努める。 

 

        （（（（５５５５））））交通労働災害交通労働災害交通労働災害交通労働災害のののの防止等防止等防止等防止等 

ア 交通労働災害の防止  

自動車運送事業者には、「交通労働災害防止のためのガイドライン」に

基づき、①交通労働災害防止のための管理体制の確立、②自動車運転者の

睡眠時間等の確保に配慮した適正な労働時間等管理及び走行管理の実施、

③自動車運転者に対する教育の実施、④健康診断の実施と健診結果に対す

る事後措置の促進、⑤交通労働災害防止に対する意識の高揚を図るととも

に、荷主・元請事業者には、自動車運送事業者の安全運行が確保できるよ

う、適正な到着時間の設定や適正ルートの設定について、荷主・元請事業

者が自動車運送事業者と協働して取り組むよう指導する。 

      また、交通労働災害が多発傾向にある第３次産業の事業者等に対しても

「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知を図る。 

さらに、これらが効果的に実施されるよう、関係事業者団体とも連携し、

事業場における交通労働災害防止担当管理者の選任を促進させるととも

に、同管理者及び自動車運転者に対し教育を実施する。 

なお、交通労働災害防止対策の好事例の収集、モデル事業の育成にも努

め、必要に応じて交通労働災害防止指導員による事業場に対する個別指導

の実施を要請する。 

    イ 自動車運転者の法定労働条件と安全衛生の確保 

      自動車運転者の労働時間、賃金等の労働条件及び安全衛生管理が、「労

働基準法」、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」及び「労

働安全衛生法」（昭和47年法律第57号）等関係法令の定めるところにより、

適正に確保されるよう監督指導等を実施する。 

また、自動車運送事業者に対して、「労働時間管理適正化指導員制度」

の利用を勧奨し、利用を希望する自動車運送事業者には労働時間管理適正

化指導員が個別指導を行い、自動車運転者の労働条件及び安全衛生の確保

と改善を図ることとする。 

      このほか、関係行政機関において連絡会議及び相互通報制度等の活用を

図り、必要に応じて合同による監査・監督を実施する。 
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        （（（（６６６６））））道路交通道路交通道路交通道路交通にににに関連関連関連関連するするするする情報情報情報情報のののの充実充実充実充実 

    ア 危険物輸送に関する情報提供の充実等 

危険物の輸送時の事故による大規模な災害を未然に防止し、災害が発生

した場合の被害の軽減に資する情報提供の充実等を図るため、イエロー

カード（危険有害物質の性状、処理剤及びその調達先等、事故の際必要な

情報を記載した緊急連絡カード）の携行、関係法令の遵守、乗務員教育の

実施等について危険物運送事業者の指導を強化する。 

また、危険物運搬車両の交通事故による危険物の漏えい等が発生した場

合に、安全かつ迅速に事故処理等を行うため、消防庁危険物保安室提供の

危険物災害等情報支援システムの活用を積極的に図る。 

    イ 気象情報等の充実 

      道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津波

等の自然現象を的確に把握するため、気象庁等が発表する警報や情報を収

集・分析し、適時・適切な発表及び迅速な伝達に努めるとともに、防災関

係機関等との間の情報の共有を図る。 

また、道路の降雪状況や路面状況等を収集し、道路利用者に提供する道

路情報提供装置等の整備を推進する。 
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        ４４４４    車両車両車両車両のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保 

（（（（１１１１））））自動車自動車自動車自動車アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント情報情報情報情報のののの提供等提供等提供等提供等 

国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構は、より安全な自動車の普

及促進を図るため、市販されている自動車の安全性能について試験などによ

る評価を行い、その結果を「自動車アセスメント情報
(*)
」としてパンフレッ

ト等を作成している。こうした資料も活用しながら市民に情報の提供を行っ

ていく。 

    

（（（（２２２２））））自動車自動車自動車自動車のののの検査及検査及検査及検査及びびびび点検整備点検整備点検整備点検整備のののの充実充実充実充実 

ア 自動車の検査の充実 

道路運送車両の保安基準の拡充・強化に合わせて進化する自動車技術に

対応して、電子化された安全装置の故障診断検査機器の開発、ＩＣＴ化に

よる自動車検査情報の活用等の検査の高度化を進めるなど、道路運送車両

法（昭和26年法律第185号）に基づく新規検査等の自動車検査の確実な実施

を図る。 

  また、不正改造を防止するため、適宜、自動車使用者の立入検査を行う

とともに、街頭検査体制の充実強化を図ることにより、不正改造車両をは

じめとした整備不良車両及び基準不適合車両の排除等を推進する。 

  さらに、指定自動車整備事業制度の適正な運用・活用を図るため、事業

者に対する指導監督を強化するほか、軽自動車の検査については、その実

施機関である軽自動車検査協会における検査の効率化を図るとともに、検

査体制の充実強化を図る。 

イ 型式指定制度の充実 

車両の構造に起因する事故の発生を防止するため、型式指定制度(*)によ

り新型自動車の安全性の審査体制の充実を図る。 

ウ 自動車点検整備の充実 

    （ア）自動車点検整備の推進 

 自動車利用者の保守管理意識を高揚し、点検整備の確実な実施を図るた

め、「自動車点検整備推進運動」を関係者の協力の下に展開するなど、自

動車利用者による保守管理の徹底を強力に促進する。 

 加えて、道路運送車両法に基づき、車両の法定点検についても、積極的

な点検整備を促進し、実施率の向上を図る。 

 また、自動車運送事業者の保有する事業用車両の安全性を確保するため、

自動車運送事業者監査、整備管理者研修等のあらゆる機会を捉え、関係者

に対し、車両の保守管理について指導を行い、その確実な実施を推進する。 

 なお、車両不具合による事故については、その原因の把握・究明に努め

るとともに、点検整備方法に関する情報提供等により再発防止の徹底を図

る。 

    （イ）不正改造車の排除 

       道路交通に危険を及ぼすなど、社会的問題となっている暴走族等の不

正改造車や過積載を目的とした不正改造車等を排除し、自動車の安全運

行を確保するため、関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に「不

正改造車を排除する運動」を展開し、広報活動の推進、関係者への指導、

街頭検査等を強化することにより、不正改造防止について、自動車利用

者及び自動車関係事業者等の認識を高める。 

  また、不正改造行為の禁止及び不正改造車両に対する整備命令制度に
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ついて、その的確な運用に努める。 

    （ウ）自動車分解整備事業の適正化及び近代化 

  点検整備に対する自動車利用者の理解と信頼を得るため、自動車分解

整備事業者に対し、整備料金、整備内容の適正化について、消費者保護

の観点も含め、その推進を指導する。また、自動車分解整備事業者にお

ける経営管理の改善や整備の近代化等への支援を推進する。 

    （エ）自動車の新技術への対応等整備技術の向上 

  自動車新技術の採用・普及、車社会の環境の変化に伴い、自動車を適

切に維持管理するためには、自動車整備業がこれらの変化に対応する必

要があることから、関係団体からのヒアリング等を通じ自動車整備業の

現状について把握するとともに、自動車整備業が自動車の新技術及び多

様化する顧客の要求に対応するための環境整備や技術の高度化を推進す

る。 

  また、整備主任者等を対象とした新技術研修の実施等により、整備要

員の技術の向上を図るとともに、新技術が採用された自動車の整備や自

動車利用者に対する自動車の正しい使用についての説明等のニーズに対

応するため、一級自動車整備士制度の活用を促進する。 

（オ）ペーパー車検等の不正事案に対する対処の強化 

民間能力の活用等を目的として、指定自動車整備事業制度が設けられ

ているが、近年ペーパー車検等の不正事案が発生していることから、制

度の適正な運用・活用を図るため、事業者に対する指導監督を強化する。 

 

        （（（（３３３３））））リコールリコールリコールリコール制度制度制度制度のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

自動車製作者の垣根を越えた装置の共通化・モジュール化が進む中、複数

の自動車製作者による大規模なリコールが行われていることから、自動車の

リコールをより迅速かつ確実に実施するため、装置製作者等からの情報収集

体制の強化を図るとともに、安全性及び環境性に疑義のある自動車について

は、独立行政法人自動車技術総合機構において現車確認等による技術的検証

を行う。 

     また、自動車利用者の目線に立ったリコールの実施のために、自動車利用

者からの不具合情報の収集を推進するとともに、自動車利用者に対して、自

動車の不具合に対する関心を高めるためのリコール関連情報等の提供の充実

を図る。 

    

        （（（（４４４４））））自転車自転車自転車自転車のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保    

自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機

付自転車（人の力を補うための電動機を用いるもの）及び普通自転車の型式

認定制度を適切に活用する。また、自転車利用者が定期的に点検整備や正し

い利用方法等の指導を受ける気運を醸成するとともに、近年、自転車が加害

者となる事故に関し、高額な賠償額となるケースもあり、こうした賠償責任

を負った際の支払い原資を担保し、被害者の救済の十全を図るため、関係事

業者の協力を得つつ、損害賠償責任保険等への加入を促進する。さらに、夜

間における交通事故の防止を図るため、灯火の取付けの徹底と反射器材等の

普及促進を図り、自転車に対する被視認性の向上を図る。 

 

  （（（（５５５５））））交通関係用品交通関係用品交通関係用品交通関係用品のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保及確保及確保及確保及びびびび向上向上向上向上    
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乗車用ヘルメットの安全性の確保については、利用者の生命又は身体に対

する危害の発生を防止するとの観点から、現在、自動二輪車乗車用ヘルメッ

ト及び原動機付自転車乗車用ヘルメットを消費生活用製品安全法（昭和 48

年法律第 31 号）に規定する特定製品に指定しており、これにより、基準に適

合しない製品の製造・輸入・販売を禁止している。同法に基づく製造・輸入

事業者の届出等の受理、届出事業者に対する報告徴収・立入検査等を通じて、

こうした製品の安全性を確保する。 
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        ５５５５    道路交通秩序道路交通秩序道路交通秩序道路交通秩序のののの維持維持維持維持    

 交通ルールの無視による交通事故を防止するためには、交通指導及び取締り、

交通事故の事件捜査、暴走行為への対応等を通じ、道路交通秩序の維持を図る

必要がある。 

  このため、発生した交通事故の実態等を的確に分析し、死亡事故等重大な事

故に直結する悪質で危険かつ、迷惑性の高い交通違反に重点を置いた交通事故

抑止に資する交通指導及び取締りを推進する。 

また、悪質・危険な運転行為による死傷事犯であっても従前の危険運転致死

傷罪に該当せず、自動車運転過失致死傷罪が適用された事件などを契機とした

罰則の見直しを求める意見を背景として、平成26年５月から自動車の運転によ

り人を死傷させる行為等の処罰に関する法律（平成25年法律第86号。以下「自

動車運転死傷処罰法」という。）が施行されたことを踏まえ、交通事故事件等

に係る適正かつ緻密な捜査の一層の推進を図る。 

  さらに、暴走行為への対策を強力に推進するため、関係機関・団体が連携し、

暴走行為をさせない環境づくりを推進するとともに、取締り体制及び装備資機

材の充実強化を図る。 

 

        （（（（１１１１））））交通交通交通交通のののの指導取締指導取締指導取締指導取締りのりのりのりの強化等強化等強化等強化等  

    ア 一般道路における効果的な指導取締りの強化等 

  一般道路においては、歩行者及び自転車利用者の事故防止並びに事故多

発路線等における重大事故の防止に重点を置いて、交通指導取締りを効果

的に推進する。 

      その際、地域の交通事故実態や違反等に関する地域特性等を十分考慮す

る。 

（ア）交通事故抑止に資する指導取締りの推進 

交通事故実態の分析結果等を踏まえ、事故多発路線等における街頭指

導活動を強化するほか、無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過、交差

点関連違反、歩行者妨害等の交通事故に直結する悪質性、危険性の高い

違反、交通事故発生時に被害軽減効果のあるシートベルト非着用違反、

市民から取締り要望の多い迷惑性の高い違反に重点を置くとともに、交

通ルールの遵守及びマナーの向上に資する指導取締りを推進する。 

   特に、飲酒運転及び無免許運転については、取締りにより常習者を道

路交通の場から排除するとともに、運転者に対する捜査のみならず、周

辺者に対する捜査を徹底するなど、飲酒運転及び無免許運転の根絶に向

けた取組を強化する。 

   また、児童、高齢者、障害のある人の保護の観点に立った指導取締り

を引き続き推進する。 

さらに、地理的情報等に基づく交通事故分析の高度化を図り、交通指

導取締りの実施状況について、交通事故実態の分析結果等を踏まえて検

証し、その検証結果を取締り計画の見直しに反映させ行動する、いわゆ

るＰＤＣＡサイクル
(*)
をより一層機能させる。加えて、取締り場所の確

保が困難な生活道路や警察官の配置が困難な時間帯においても速度取締

りが行える新たな速度取締り機器また、業務の効率化が図られる交通反

則切符自動作成機の導入に向けた検討を進めるなど、より効果的な取締

りを行うための資機材の整備に努める。 

    （イ）背後責任の追及 
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事業活動に関してなされた過積載、過労運転等の違反については、自

動車の使用者等に対する責任追及を徹底するとともに、必要に応じ自動

車の使用制限命令や荷主等に対する再発防止命令を行い、また、事業者

の背後責任が明らかとなった場合は、それらの者に対する指導、監督処

分等を行うことにより、この種の違反の防止を図る。 

    （ウ）自転車利用者に対する指導取締りの推進 

  自転車利用者による無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止及び歩

道通行者に危険を及ぼす違反等に対して積極的に指導警告を行うととも

に、これに従わない悪質で危険な自転車利用者に対する検挙措置を推進

する。 

    イ 高速自動車国道等における指導取締りの強化等 

高速自動車国道等においては、重大な違反行為はもちろんのこと、軽微

な違反行為であっても重大事故に直結するおそれがあることから、交通の

指導取締り体制の整備に努め、交通流や交通事故発生状況等の交通の実態

に即した効果的な機動警ら等を実施することにより、違反の未然防止及び

交通流の整序を図る。 

また、高速自動車国道等における速度超過の取締りは常に危険を伴うた

め、受傷事故防止等の観点から、自動速度違反取締装置等の取締り機器の

積極的かつ効果的な活用を推進する。 

さらに、交通指導取締りは、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反を重点

とし、特に、無免許運転、著しい速度超過、飲酒運転、車間距離不保持、

通行帯違反等の取締りを強化する。 

    

        （（（（２２２２））））交通事故事件等交通事故事件等交通事故事件等交通事故事件等にににに係係係係るるるる適正適正適正適正かつかつかつかつ緻密緻密緻密緻密なななな捜査捜査捜査捜査のののの一層一層一層一層のののの推進推進推進推進    

交通事故・事件その他交通犯罪の捜査を適正かつ迅速に行うため、次によ

り捜査体制、装備等の充実強化を図る。 

ア 危険運転致死傷罪の立件を視野に入れた捜査の徹底 

交通事故・事件等の捜査においては、初動捜査の段階から自動車運転死

傷処罰法第２条又は第３条（危険運転致死傷罪）の立件も視野に入れた捜

査の徹底を図る。 

    イ 交通事故・事件等に係る捜査力の強化等 

交通事故・事件等の捜査力を強化するため、捜査体制の充実及び研修等

による捜査員の捜査能力の一層の向上に努める。 

    ウ 交通事故・事件等に係る科学的捜査の推進 

常時録画式交差点カメラやひき逃げ事件等の被疑車両の特定に資する捜

査支援システム等、科学的捜査を支える装備資機材等の整備を進め、客観

的な証拠に基づいた科学的な交通事故事件等の捜査を推進する。 

    

        （（（（３３３３））））暴走族対策暴走族対策暴走族対策暴走族対策のののの推進推進推進推進    

暴走族による各種不法事案を未然に防止し、交通秩序を確保しなければな

らない。また、本市では、他府県で見られる大規模な暴走族と呼ばれる集団

は存在しないが、今後こうした集団が出てこないよう、青少年の健全な育成

に資するため、関係機関・団体が連携し、次の暴走族対策を強力に推進する。 

ア 暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実 

暴走族追放の気運を高揚させるため、暴走族の実態が的確に広報される

よう、報道機関等に対する資料提供など、広報活動を積極的に行う。 



-42- 

 

     さらに、関係団体等との連携の下に暴走族の解体、暴走族への加入阻止、

暴走族からの離脱等の支援指導を徹底する。 

  また、暴走族問題と青少年の非行等問題行動との関連性を踏まえ、青少

年育成団体等との連携を図るなど、青少年の健全育成を図る観点から施策

を推進する。 

    イ 暴走行為阻止のための環境整備 

 暴走族等（暴走族及び違法行為を敢行する旧車會員

きゅうしゃかいいん

（暴走族風に改造し

た旧型の自動二輪車等を運転する者））及びこれに伴う群衆のい集場所と

して利用されやすい施設の管理者及び道路管理者等との連携を強化して、

い集・暴走をさせない環境づくりを積極的に推進する。 

    ウ 暴走族に対する指導取締りの推進 

  暴走族取締りの体制及び装備資機材の充実を図るとともに、集団暴走行

為、爆音暴走行為その他悪質事犯に対しては、共同危険行為等の禁止違反

をはじめとする各種法令を適用して検挙及び補導を徹底し、併せて解散指

導を積極的に行うなど、暴走族に対する指導取締りの強化を図る。 

また、複数の府県にまたがる広域暴走事件に迅速かつ効率的に対処する

ため、関係府県相互の捜査協力を積極的に行う。 

さらに、違法行為を敢行する旧車會員の実態把握を徹底し、把握した情

報を関係機関で共有するとともに、騒音関係違反及び不正改造等の取締り

を推進する。 

また、「不正改造車を排除する運動」等を通じ、街頭検査において不法

改造車両の取締りを行うとともに、不正改造車両等の押収のほか、司法当

局に没収（没取）措置を働きかけるなど、暴走族と車両の分離を図り、不

法改造等暴走行為を助長する行為に対しても背後責任の追及を行う。 

    エ 暴走族関係事犯者の再犯防止 

本市では、他府県で見られる大規模な暴走族と呼ばれる集団は存在しな

いが、今後暴走族関係事犯が発生した場合の捜査に当たっては、個々の犯

罪事実はもとより、組織の実態やそれぞれの被疑者の非行の背景となって

いる行状、性格、環境等の諸事情をも明らかにしつつ、グループの解体や

暴走族グループから構成員等を離脱させるなど暴走族関係事犯者の再犯防

止に努める。また、暴力団と関わりのある者については、その実態を明ら

かにするとともに、暴力団から離脱するよう指導を徹底する。 

  暴走族関係保護観察対象者の処遇に当たっては、遵法精神のかん養、家

庭環境の調整、交友関係の改善指導、暴走族組織からの離脱指導等、再犯

防止に重点を置いた処遇の実施に努める。 

また、暴走行為に対する運転免許の行政処分については、特に迅速かつ

厳重に行う。 

さらに、暴走族問題は地域社会に深く関わる問題であることに鑑み、「和

歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例」（平成12年３

月27日条例第21号）に基づき、市民総ぐるみで暴走族等の追放を促進する。 

    オ 車両の不正改造の防止  

暴走行為を助長するような車両の不正な改造を防止するよう、また保安

基準に適合しない部品等が不正な改造に使用されることがないよう、「不

正改造車を排除する運動」等を通じ、広報活動の推進及び企業、関係団体

に対する指導を積極的に行う。 

      また、自動車利用者だけでなく、不正改造等を行った者に対して、必要
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に応じて事務所等に立入検査を行う。 

    カ 暴走二輪車対策 

県道などで、カーブを猛スピードで曲がるなど無謀運転を行う暴走二輪

車が確認されている。警察もパトロールなどの取締りの対策を講じている

ところであるが、関係機関より警察に情報の提供やパトロール要請を行う

など、連携を密にし、暴走二輪車抑制に努める。 
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６６６６    救助救助救助救助・・・・救急活動救急活動救急活動救急活動のののの充実充実充実充実    

交通事故による負傷者の救命を図り、また被害を最小限にとどめるため、高

速自動車国道を含めた道路上の交通事故に即応できるよう、救急医療機関、消

防機関、警察機関等の救急関係機関相互の緊密な連携・協力関係を確保しつつ、

救助・救急体制及び救急医療体制の整備を図る。 

特に、負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から、救急現場又

は搬送途上において、医師、看護師、救急救命士、救急隊員等による一刻も早

い救急医療、応急処置等を実施するための体制整備を図るほか、事故現場から

の緊急通報体制の整備やバイスタンダー（現場に居合わせた人)による応急手当

の普及等を推進する。 

 

        （（（（１１１１））））救助救助救助救助・・・・救急体制救急体制救急体制救急体制のののの整備整備整備整備 

    ア 救助体制の整備・拡充 

 交通事故に起因する救助活動の増大及び事故の種類・内容の複雑多様化

に対処するため、救助体制の整備・拡充を図る。 

    イ 多数傷者発生時における救助・救急体制の充実 

  大規模道路交通事故等の多数の負傷者が発生する大事故に対処するため、

連絡体制の整備、救護訓練の実施及び県下消防広域相互応援協定により関

係機関との協力を図るとともに、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）
(*)
の連携

による救助・救急体制の充実強化を図る。 

ウ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用も含めた心肺そ生法等の応急手当

の普及啓発活動の推進 

  現場におけるバイスタンダーによる応急手当の実施により、救命効果の

向上が期待できることから、心肺そ生法や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

の使用も含めた応急手当について、消防機関等が行う講習会等の普及啓発

活動を推進する。 

このため、保健所、消防機関、日本赤十字社等の関係機関においては、

「救急の日
(*)
」、「救急医療週間

(*)
」等の機会を通じて講習会の開催や広報

啓発活動を積極的に展開する。 

また、応急手当指導員や普及員の養成を推進するとともに、救急要請受

信時における応急手当の口頭指導を徹底する。 

    エ 救急救命士の養成・配置等の推進 

プレホスピタルケア（救急現場及び搬送途上における応急処置）の充実

のため、ドクターカー
(*)
の活用の促進を図るとともに、市内の全救急隊に

気管挿管や薬剤投与が可能な救急救命士の配置を推進する。 

  また、医師の指示又は指導・助言の下に、救急救命士を含めた救急隊員

による応急処置等の質を確保するメディカルコントロール体制の充実を図

る。 

オ 救助・救急用資機材の整備の推進 

救助工作車及び救助資機材並びに高規格救急自動車及び救命用資機材に

ついては計画的な更新を推進する。また、自動出動指定装置、ＩＰ電話・

携帯電話位置情報システム、地図等検索装置を一体化した緊急通信指令シ

ステムを導入し初動体制の一層の強化を図る。 

    カ 消防防災ヘリコプターによる救急業務の推進 

ヘリコプターは、事故の状況把握、負傷者の救急搬送及び医師の迅速な

現場投入に有効であることから、ドクターヘリ
(*)
との相互補完体制を含め
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て、救急業務におけるヘリコプターの積極的活用を推進する。 

    キ 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実 

複雑多様化する救助・救急事象に対応すべく、救助隊員及び救急隊員の

知識技術等の向上を推進するため、教育訓練の一層の充実を図る。 

    ク 高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備 

阪和自動車道、湯浅御坊道路、近畿自動車道紀勢線における救急業務を

実施するため、沿線市町村消防機関、西日本高速道路株式会社及び和歌山

県、大阪府からなる「阪和道路消防協議会」で関係機関の連携を図り、適

切かつ効率的な救急業務実施体制の整備を図る。 

    ケ 現場急行支援システムの整備 

緊急車両が現場に到着するまでの時間の縮減及び緊急走行時の交通事故

防止のため、緊急車両優先の信号制御を行う現場急行支援システム（ＦＡ

ＳＴ）
(*)
の整備を図る。 

    コ 緊急通報システム・事故自動通報システムの整備 

      交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期かつ的確な救出及び事

故処理の迅速化のため、人工衛星を利用して位置を測定するＧＰＳ技術や、

その位置を地図表示させる技術、重症度合の判定に資する技術等を活用し、

自動車乗車中の事故発生時に車載装置・携帯電話を通じてその発生場所の

位置情報や事故情報を消防、警察等の通信指令室の地図画面に表示できる

よう、自動通報することなどにより、緊急車両の迅速な現場急行を可能に

する緊急通報システム（ＨＥＬＰ）
(*)
や事故自動通報システム（ＡＣＮ）

(*)

の格段の普及と高度化を図るために必要な環境を整備する。 

 

        （（（（２２２２））））救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの整備整備整備整備 

    ア 救急医療機関等の整備 

救急医療体制については、救急患者の症状に応じて、初期、２次、３次

の３区分により救急医療機関の整備を図っている。 

      初期救急医療体制の整備としては、田辺広域休日急患診療所等の充実を

図る。 

２次救急医療体制の整備としては、田辺地方病院群輪番制や救急告示医

療機関の機能強化を図るとともに、平成23年４月から運用開始されている

「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」を活用するものとする。 

      ３次救急医療体制の整備としては、本市にある南和歌山医療センター救

命救急センターをはじめ、和歌山市にある日本赤十字社和歌山医療セン

ター高度救命救急センター及び和歌山県立医科大学附属病院高度救命救急

センターの３施設で対応する。 

  さらに、救急医療機関の診療情報を収集・提供している和歌山県救急医

療情報センターの充実を図る。 

    イ 救急医療担当医師・看護師等の養成等 

救急医療に携わる医師等を対象とした救急医療研修会実施の際には、従

事者の積極的な受講を促し、救急医療に関する知識と技術の向上を図る。 

看護師についても、養成課程において救急医療に関する教育の充実に努

めるとともに、卒後研修における救急医療研修の充実に努め、救急医療に

従事する看護師の確保と資質の向上を図る。 

ウ ドクターヘリ事業の推進及びドクターカーの有効利用 

和歌山県立医科大学附属病院に配備しているドクターヘリ
(*)
や、南和歌
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山医療センターに配備のドクターカー
(*)
の有効利用により、広域救急患者

搬送体制の確保及び救急患者の後遺症の軽減も含めた救命率の向上を図る。 

    

        （（（（３３３３））））救急関係機関救急関係機関救急関係機関救急関係機関のののの協力関係協力関係協力関係協力関係のののの確保等確保等確保等確保等 

救急医療機関への迅速かつ円滑な収容を確保するため、和歌山県救急救命

協議会が定める「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に基づき、

救急医療機関、消防機関等の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保

を推進する。 

さらに、特に多くの被害者の生じる大規模な交通事故が発生した場合に備

え、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）
(*)
及び災害派遣精神医療チーム（ＤＰ

ＡＴ）
(*)
の活用を推進する。 
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７７７７    被害者支援被害者支援被害者支援被害者支援のののの充実充実充実充実とととと推進推進推進推進 

交通事故被害者等は、交通事故により多大な肉体的、精神的及び経済的打撃

を受けたり、又はかけがえのない生命を絶たれたりするなど、大きな不幸に見

舞われており、このような交通事故被害者等を支援することは極めて重要であ

ることから、犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）の下、交通事故被害

者等のための施策を総合的かつ計画的に推進する。 

自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）は、自動車の運行による交通

事故について、加害者側の損害賠償責任を強化し、この損害賠償の履行を確保

するため、原則として全ての自動車に対して自動車損害賠償責任保険（共済）

の契約の締結を義務付けるとともに、保険会社（組合）の支払う保険（共済）

金の適正化を図り、また、政府において、ひき逃げや無保険（無共済）車両に

よる事故の被害者を救済するための自動車損害賠償保障事業をはじめ、平成13

年度末の政府再保険制度廃止時の累積運用益の一部を基金として、その運用に

より被害者救済対策事業等を行うことなどにより、自動車事故による被害者の

保護、救済を図っており、今後も更なる被害者の保護の充実を図るよう措置す

る。 

また、自動車運転者が業務中又は通勤途上で、交通事故に起因して負傷、疾

病、障害を受け、又は死亡に至った場合は、業務上災害又は通勤災害として、

その者、あるいはその者の遺族に対して、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法

律第 50 号）に基づき国が労災保険給付を行う。 

なお、事故の発生原因中に第三者が介在する場合は、これを第三者行為災害

として位置付け、自動車運転者が第三者（相手方）から受けた損害賠償金や示

談成立の状況に応じ、必要によって国が労災保険給付を行うものとする。 

また、近年、自転車が加害者になる事故に関し、高額な賠償額となるケース

もあり、こうした賠償責任を負った際の支払原資を担保し、被害者の救済の十

全を図るため、関係事業者の協力を得つつ損害賠償保険等への加入を促進する。 

さらに、交通事故被害者等は、精神的にも大きな打撃を受けている上、交通

事故に係る知識、情報が乏しいことが少なくないことから、交通事故に関する

相談を受けられる機会を充実させるとともに、交通事故の概要、捜査経過等の

情報を提供し、被害者支援を積極的に推進する。 

    

        （（（（１１１１））））自動車損害賠償保障制度自動車損害賠償保障制度自動車損害賠償保障制度自動車損害賠償保障制度のののの充実等充実等充実等充実等  

自動車事故による被害者の救済対策の中核的役割を果たしている自動車損

害賠償保障制度については、今後とも、社会経済情勢の変化、交通事故発生

状況の変化等に対応して、その改善を推進し、被害者救済の充実を図る。 

    ア 自動車損害賠償責任保険（共済）の適正化の推進 

    （ア）被害者に対する適切な情報提供の徹底に係る保険 

会社（組合）への指導等及び指定紛争処理機関の保険（共済）金支払

に係る紛争の調停等により保険金（共済金)の支払いの適正化を推進する。 

（イ）交通事故に係る医療費支払の適正化を推進する。 

イ 政府の自動車損害賠償保障事業の充実 

  自賠責保険（自賠責共済）による救済を受けられないひき逃げや無保

険（無共済）車両による事故の被害者に対する救済制度である自動車損害

賠償保障事業についても、被害者に対する保障金の支払の迅速化等により、

その充実を図る。 
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    ウ 無保険（無共済）車両対策の徹底 

自賠責保険（自賠責共済）の期限切れ、掛け忘れに注意が必要であるこ

とを広報活動等を通じて広く市民に周知するとともに、街頭における指導

取締りの強化等を行い、無保険（無共済）車両の運行の防止を徹底する。 

    エ 任意の自動車保険（自動車共済）の充実等 

自賠責保険（自賠責共済）と共に重要な役割を果たしている任意の自動

車保険（自動車共済）は、自由競争の下、補償範囲や金額、サービスの内

容も多様化してきており、交通事故被害者等の救済に大きな役割を果たし

ているが、被害者救済等の充実に資するよう、制度の改善及び安定供給の

確保に向けて引き続き指導を行う。 

 

        （（（（２２２２））））損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの請求請求請求請求についてのについてのについてのについての援助等援助等援助等援助等 

    ア 交通事故相談活動の推進  

    （ア）本市においては、市民法律相談事業を紹介し、市民相談においては相

談に応じるとともに、必要に応じて関係相談窓口への案内を行う。 

    （イ）交通事故相談所業務を円滑かつ適正に運営するため、和歌山県交通事

故相談所や関係援護機関、団体等との連絡協調を図る。 

    （ウ）広報活動の充実により、相談活動の周知を図り、交通事故当事者に広

く相談の機会を提供する。 

    イ 損害賠償請求の援助活動等の強化 

      警察においては、交通事故被害者に対する適正かつ迅速な救助の一助と

するため、救済制度の教示や交通事故相談活動を積極的に推進する。 

    

        （（（（３３３３））））交通事故被害者支援交通事故被害者支援交通事故被害者支援交通事故被害者支援のののの充実強化充実強化充実強化充実強化 

    ア 自動車事故被害者等に対する援助措置の充実 

（ア）独立行政法人自動車事故対策機構による交通遺児等に対する生活資金

貸付けに対する援助を行う。 

    （イ）独立行政法人自動車事故対策機構による自動車事故によって重度の後

遺障害（遷延性意識障害）を負った被害者の治療・看護を専門に行う療

護施設の設置・運営の充実を図るため援助を行う。 

    （ウ）独立行政法人自動車事故対策機構による自動車事故によって重度の後

遺障害を負った被害者に対する介護料の支給並びに短期入院・入所に係

る協力病院・施設の指定整備及び費用助成に対する援助を行う。 

    （エ）独立行政法人自動車事故対策機構による介護料受給者への個別訪問、

それに伴う相談・情報提供等の充実・強化のための援助を行う。 

    （オ）公益財団法人交通遺児等育成基金による交通遺児に対する一定水準の

育成給付金の給付が、長期にわたり安定的になされるよう援助を行う。 

   イ 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進 

交通事故被害者等の支援の充実を図るため、自助グループの活動等に対

する支援をはじめとした施策を推進する。 

交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務を推進するとともに、関係

機関相互の連携を図り、さらに公益社団法人紀の国被害者支援センター等

の民間の犯罪被害者支援団体等との連携を図る。 

  警察においては、交通事故被害者等に対して交通事故の概要、捜査経過

等の情報を提供するとともに、刑事手続の流れ等をまとめた「交通事故被

害者の手引」を作成し、活用する。特に、ひき逃げ事件、交通死亡事故等
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の重大な交通事故事件の被害者等に対しては、被疑者の検挙、送致状況等

を知らせる被害者連絡制度の充実を図る。また、死亡事故等で被害者等か

らの加害者の行政処分に係る意見聴取等の期日や行政処分結果についての

問合せに応じ、適切な情報の提供を図る。 

  さらに、交通事故捜査を担当する警察職員に対しては、教育・研修を行

い、被害者等の心情に十分配意した適切な被害者支援が推進されるよう努

める。 
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第第第第２２２２章章章章    鉄道交通鉄道交通鉄道交通鉄道交通のののの安全安全安全安全    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１１１１．．．．鉄道事故鉄道事故鉄道事故鉄道事故のないのないのないのない社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして    

    ○ 鉄道は、多くの市民が利用する生活に欠くことのできない交通手

段である。 

○ 市民が安心して利用できる、一層安全な鉄道輸送を目指し、重大

な列車事故やホームでの事故への対策等、各種の安全対策を総合的

に推進していく。 

２２２２．．．．鉄道交通鉄道交通鉄道交通鉄道交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての目標目標目標目標    

  ① 乗客の死者数ゼロを目指す。 

  ② 運転事故全体の死者数減少を目指す。 

    

３３３３．．．．鉄道交通鉄道交通鉄道交通鉄道交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての対策対策対策対策    

＜視点＞ 

 ① 重大な列車事故の未然防止 

 ② 利用者等の関係する事故の防止 

＜６つの柱＞ 

 ① 鉄道交通環境の整備 

 ② 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

 ③ 鉄道の安全な運行の確保 

 ④ 鉄道車両の安全性の確保 

 ⑤ 救助・救急活動の充実 

 ⑥ 被害者支援の推進 
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第第第第１１１１節節節節    鉄道事故鉄道事故鉄道事故鉄道事故のないのないのないのない社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして   

 人や物を大量に、高速に、かつ、定時に輸送できる鉄道は、市民生活に欠くことの

できない交通手段である。列車が高速・高密度で運行されている現在の鉄道において

は、一たび列車の衝突や脱線等が発生すれば、多数の死傷者を生じるおそれがある。 

 また、全国では、ホームでの接触事故（ホーム上で列車等と接触又はホームから転

落して列車等と接触した事故）等の人身障害事故と踏切障害事故を合わせると運転事

故全体の約９割を占めていることから、利用者等が関係するこのような事故を防止す

る必要性が高まっている。 

 このため、市民が安心して利用できる、一層安全な鉄道輸送を目指し、重大な列車

事故やホームでの事故への対策等、各種の安全対策を総合的に推進していく必要があ

る。 

 

ⅠⅠⅠⅠ    鉄道事故鉄道事故鉄道事故鉄道事故のののの状況等状況等状況等状況等 

        １１１１    鉄道事故鉄道事故鉄道事故鉄道事故のののの状況状況状況状況    

全国的に見ると鉄道の運転事故は、長期的には減少傾向にあるが、近年はほ

ぼ横ばいの傾向にあり、和歌山県内において平成27年は３件の運転事故が発生

した。 

また、平成27年の和歌山県内において発生した運転事故の死者数は３人であ

り、負傷者は０人であった。 

本市においては、平成23年から平成27年にかけて、みなべ駅から朝来駅の間

において、鉄道人身障害事故が１件で死傷者数は１人となっている。 

なお、全国では、平成17年には乗客106人が死亡したＪＲ西日本福知山線列車

脱線事故、また乗客５人が死亡したＪＲ東日本羽越線列車脱線事故が発生した

が、平成18年から平成27年までの間は乗客の死亡事故が発生していない。    

    

        ２２２２    近年近年近年近年のののの運転事故運転事故運転事故運転事故のののの特徴特徴特徴特徴    

和歌山県内における近年の運転事故の特徴としては、人身障害事故は約58％、

踏切障害事故は約42％を占めており、両者で運転事故件数の全てを占めている。

また、死者数についても、人身障害事故と踏切障害事故が全てを占めている。 

人身障害事故のうち、ホームでの接触事故については、平成27年は発生して

いない。    

    

ⅡⅡⅡⅡ    第第第第10101010次田辺市交通安全計画次田辺市交通安全計画次田辺市交通安全計画次田辺市交通安全計画におけるにおけるにおけるにおける目標目標目標目標    

列車の衝突や脱線等により死者が発生するような重大な列車事故を未然に防 

止するとともに、近年の運転事故等の特徴等を踏まえ、ホームでの接触事故等を

含む運転事故全体の死者数を減少させることが重要である。 

また、近年は人口減少等による輸送量の伸び悩み等から、厳しい経営を強いら

れている鉄道事業者が多い状況であるが、引き続き安全対策を推進していく必要

がある。 

こうした現状を踏まえ、市民の理解と協力の下、第２節及び第３章第２節に掲

げる諸施策を総合的かつ強力に推進することにより、乗客の死者数ゼロを継続す

るとともに、運転事故全体の死者数を減少させることを目指すものとする。    
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第第第第２２２２節節節節    鉄道交通鉄道交通鉄道交通鉄道交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての対策対策対策対策 

 

    ⅠⅠⅠⅠ    今後今後今後今後のののの鉄道交通安全対策鉄道交通安全対策鉄道交通安全対策鉄道交通安全対策をををを考考考考えるえるえるえる視点視点視点視点    

鉄道の運転事故が長期的には減少傾向にあり、これまでの田辺市交通安全計画

に基づく施策には一定の効果が認められる。しかしながら、一たび列車の衝突や

脱線等が発生すれば、多数の死傷者を生じるおそれがあることから、一層安全な

鉄道輸送を目指し、重大な列車事故の未然防止を図るため、総合的な視点から施

策を推進する。    

また、和歌山県内においては、ホームでの接触事故等の人身障害事故と踏切障

害事故を合わせると運転事故の全てを占めており、近年、その死者数はほぼ横ば

いであることから、利用者等の関係する事故を防止するため、効果的な対策を講

じる。    

 

    ⅡⅡⅡⅡ    講講講講じようとするじようとするじようとするじようとする施策施策施策施策 

        １１１１    鉄道交通環境鉄道交通環境鉄道交通環境鉄道交通環境のののの整備整備整備整備    

鉄道交通の安全を確保するためには、鉄道施設、運転保安設備等について常

に高い信頼性を保持し、システム全体としての安全性を確保する必要がある。 

このため、運転保安設備の整備等の安全対策を推進する。 

 

        （（（（１１１１））））鉄道施設等鉄道施設等鉄道施設等鉄道施設等のののの安全性安全性安全性安全性のののの向上向上向上向上 

鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進んで

いる橋りょう等の施設について、長寿命化に資する補強・改良を進めるほか、

研究機関の専門家による技術支援制度を活用するなど、技術力の向上につい

ても推進する。 

また、多発する自然災害へ対応するために、防災・減災対策の強化が喫緊

の課題となっている。このため、切土や盛土等の土砂災害への対策の強化等

を推進する。 

南海トラフ地震等に備えて、鉄道ネットワークの維持や一時避難場所とし

ての機能の確保等を図るため、主要駅や高架橋等の耐震対策を推進する。 

さらに、駅施設等について、高齢者、障害のある人等の安全利用にも十分

配慮し、段差の解消、内方線付き点状ブロック
(*)
等による転落防止設備等の

整備によるバリアフリー化を推進する。 

 

        （（（（２２２２））））運転保安設備運転保安設備運転保安設備運転保安設備等等等等のののの整備整備整備整備    

曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ
(*)
等、運転士異常時列車停止装置、

運転状況記録装置等について、法令により整備の期限が定められたものの整

備については、平成28年６月までに完了するが、これらの装置の整備につい

ては引き続き推進する。 

 

２２２２    鉄道交通鉄道交通鉄道交通鉄道交通のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする知識知識知識知識のののの普及普及普及普及 

運転事故の約９割を占める人身障害事故と踏切障害事故の多くは、利用者や

踏切通行者、鉄道沿線住民等が関係するものであることから、これらの事故の

防止には、鉄道事業者による安全対策に加えて、利用者等の理解と協力が必要

である。 
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このため、学校、沿線住民、道路運送事業者等を幅広く対象として、関係機

関等の協力の下、全国交通安全運動や踏切事故防止キャンペーン等において広

報活動を積極的に行い、鉄道の安全に関する正しい知識を浸透させる。 

また、これらの機会を捉え、駅ホーム及び踏切道における非常押ボタン等の

安全設備について分かりやすい表示の整備や非常押ボタンの操作等の緊急措置

の周知徹底を図る。 

 

        ３３３３    鉄道鉄道鉄道鉄道のののの安全安全安全安全なななな運行運行運行運行のののの確保確保確保確保    

   重大な列車事故を未然に防止するため、鉄道事業者への保安監査等を実施し、

適切な指導を行うとともに、万一大規模な事故等が発生した場合には、迅速か

つ的確に対応する。さらに、運転士の資質の保持、事故情報及び安全上のトラ

ブル情報の共有・活用、気象情報等の迅速かつ的確な収集・把握等を図る。 

    

        （（（（１１１１））））保安監査保安監査保安監査保安監査のののの実施実施実施実施    

鉄道事業者に対し、定期的に又は重大な事故等の発生を契機に保安監査を

実施し、輸送の安全の確保に関する取組の状況、施設及び車両の保守管理状

況、運転取扱いの状況、乗務員等に対する教育訓練の状況等について適切な

指導を行うとともに、過去の指導のフォローアップを実施する。また、ＪＲ

北海道問題を踏まえて平成26年度に実施した保安監査の在り方の見直しに係

る検討結果に基づき、計画的な保安監査のほか、同種トラブルの発生等の際

にも臨時保安監査を行うなど、メリハリの効いたより効果的な保安監査を実

施する等、保安監査の充実を図る。 

    

        （（（（２２２２））））運転士運転士運転士運転士のののの資質資質資質資質のののの保持保持保持保持    

運転士の資質の確保を図るため、動力車操縦者運転免許試験を適正に実施

する。 

また、その資質が保持されるよう、運転管理者及び乗務員指導管理者が教

育等について、適切に措置を講じるよう指導する。 

 

        （（（（３３３３））））安全上安全上安全上安全上のトラブルのトラブルのトラブルのトラブル情報情報情報情報のののの共有共有共有共有・・・・活用活用活用活用    

鉄道事業者の安全担当者等による鉄軌道保安推進連絡会議を開催し、事故

等及びその再発防止対策に関する情報共有等を行うとともに、安全上のトラ

ブル情報を関係者間において共有できるよう、情報を収集し、速やかに鉄道

事業者へ周知する。また、国への報告対象となっていない安全上のトラブル

情報について、鉄道事業者による情報共有化を推進する。さらに、運転状況

記録装置等の活用や現場係員による安全上のトラブル情報の積極的な報告を

推進するよう指導する。 

    

        （（（（４４４４））））気象情報等気象情報等気象情報等気象情報等のののの充実充実充実充実    

鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津波等

の自然現象を的確に把握するため、気象庁等が発表する警報や注意報等の情

報を収集・分析し、適時・適切な発表及び迅速な伝達に努めるとともに、こ

れらの情報の質的向上に努める。 

鉄道事業者は、これらの気象情報等を早期に収集・把握し、運行管理へ反

映させることで、安全を確保しつつ、鉄道施設の被害軽減と安定輸送に努め

る。 
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        （（（（５５５５））））大規模大規模大規模大規模なななな事故等事故等事故等事故等がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合のののの適切適切適切適切なななな対応対応対応対応 

国及び鉄道事業者における、夜間・休日の緊急連絡体制等を点検・確認し、

大規模な事故又は災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の収集・連絡

を行う。 

また、主要幹線における輸送障害等の社会的影響を軽減するため、鉄道事

業者に対し、列車の運行状況を的確に把握して、乗客への適切な情報提供を

行うとともに、迅速な復旧に必要な体制を整備するよう求める。 

    

        （（（（６６６６））））運輸安全運輸安全運輸安全運輸安全マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント評価評価評価評価のののの実施実施実施実施 

鉄道事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネ

ジメント評価
(*)
を行う。運輸安全マネジメント評価にて、事業者による安全

最優先の原則及びコンプライアンス
(*)
に対する意識付けの取組について、評

価・助言を行う。 

    

４４４４    鉄道車両鉄道車両鉄道車両鉄道車両のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保  

  発生した事故や科学技術の進歩を踏まえつつ、適時・適切に鉄道車両の構造・

装置に関する保安上の技術基準を見直す。 

 

   ５５５５    救助救助救助救助・・・・救急活動救急活動救急活動救急活動のののの充実充実充実充実    

鉄道の重大事故等の発生に対して、避難誘導、救助・救急活動を迅速かつ的

確に行うため、主要駅における防災訓練の充実や鉄道事業者と消防機関、医療

機関その他の関係機関との連携・協力体制の強化を図る。    

また、鉄道職員に対する、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用も含めた心

肺そ生法等の応急手当の普及啓発活動を推進する。 

 

  ６６６６    被害者支援被害者支援被害者支援被害者支援のののの推進推進推進推進    

   国や県、関係機関・団体（紀の国被害者支援センター）と連携して、公共交

通事故や重大交通事故の被害者等の支援への取組を推進し、併せて市民の理解

と協力を得る活動を行う。 
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第第第第３３３３章章章章    踏切道踏切道踏切道踏切道におけるにおけるにおけるにおける交通交通交通交通のののの安全安全安全安全    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３３３３．．．．踏切道踏切道踏切道踏切道におけるにおけるにおけるにおける交通交通交通交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての対策対策対策対策    

１１１１．．．．踏切事故踏切事故踏切事故踏切事故のないのないのないのない社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして    

        踏切事故は、長期的には減少傾向にあるが、改良すべき踏切道がな

お残されており、引き続き踏切事故防止対策を推進することにより、

踏切事故のない社会を目指す。 

 

２２２２．．．．踏切道踏切道踏切道踏切道におけるにおけるにおけるにおける交通交通交通交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての目標目標目標目標    

        踏切道における交通の安全と円滑化を図るための措置を総合的か

 つ積極的に推進し、踏切事故の発生を極力防止する。 

＜視点＞ 

 それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の推進 

＜３つの柱＞ 

① 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

② 踏切道の統廃合の促進 

③ その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置 
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第第第第１１１１節節節節    踏切事故踏切事故踏切事故踏切事故のないのないのないのない社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして  

 

 和歌山県下の踏切事故は、長期的には減少傾向にある。しかし、一方では、踏切事

故は鉄道運転事故の約３割を占め、また、改良すべき踏切道が、なお残されている現

状である。 

 こうした現状を踏まえ、引き続き、踏切事故防止対策を総合的かつ積極的に推進す

ることにより踏切事故のない社会を目指す。 

 

    ⅠⅠⅠⅠ    踏切事故踏切事故踏切事故踏切事故のののの状況等状況等状況等状況等 

１１１１    踏切事故踏切事故踏切事故踏切事故のののの状況状況状況状況   

和歌山県内において踏切事故（鉄道の運転事故のうち、踏切障害及びこれに

起因する列車事故をいう。)は、長期的には減少傾向にあり、平成27年の発生件

数は１件、死傷者数は１人となっている。 

また、本市においては、平成23年から平成27年にかけては発生していない。

これは踏切道の改良等の安全対策の積極的な推進によるところが大きいと考え

られる。しかし、全国的には依然、踏切事故は鉄道の運転事故の約３割を占め

ている状況にあり、また改良するべき踏切道がなお残されている現状にある。 

 

        ２２２２    近年近年近年近年のののの踏切事故踏切事故踏切事故踏切事故のののの特徴特徴特徴特徴  

 近年の和歌山県内における踏切事故の特徴としては、①踏切道の種類別にみ

ると、発生件数では第１種踏切道（自動遮断機が設置されている踏切道又は昼

夜を通じて踏切警手が遮断機を操作している踏切道）が最も多いが、踏切種別

ごとの発生率でみると、第１種踏切道が最も少なくなっている、②衝撃物別で

は自動車と衝撃したものが全てを占めている、③歩行者と衝突した踏切事故で

は、高齢者が関係するものが多く、65歳以上で約60％を占めている、ことなど

が挙げられる。 

 

    ⅡⅡⅡⅡ    第第第第10101010次次次次田辺市田辺市田辺市田辺市交通安全計画交通安全計画交通安全計画交通安全計画におけるにおけるにおけるにおける目標目標目標目標    

踏切道における交通の安全と円滑化を図るための措置を総合的かつ積極的に推

進し、踏切事故の発生を極力防止する。 
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第第第第２２２２節節節節    踏切道踏切道踏切道踏切道におけるにおけるにおけるにおける交通交通交通交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての対策対策対策対策 

 

    ⅠⅠⅠⅠ    今後今後今後今後のののの踏切道踏切道踏切道踏切道におけるにおけるにおけるにおける交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策をををを考考考考えるえるえるえる視点視点視点視点    

踏切道における交通安全対策について、踏切事故件数、踏切事故による死傷者

は、共に減少傾向にあることを考えると、第９次田辺市交通安全計画に基づき推

進してきた施策には一定の効果が認められる。 

 しかし、踏切事故は、一たび発生すると多数の死傷者を生ずるなど重大な結果

をもたらすものであること、踏切保安設備の整備、交通規制、統廃合等の対策を

実施すべき踏切道がなお残されている現状にあること、これらの対策が、同時に

渋滞の軽減による交通の円滑化や環境保全にも寄与することを考慮し、高齢者等

の歩行者対策等、それぞれの踏切の状況等を勘案しつつ、より効果的な対策を総

合的かつ積極的に推進することとする。 

  

    ⅡⅡⅡⅡ    講講講講じようとするじようとするじようとするじようとする施策施策施策施策            

        １１１１    踏切保安設備踏切保安設備踏切保安設備踏切保安設備のののの整備及整備及整備及整備及びびびび交通規制交通規制交通規制交通規制のののの実施実施実施実施    

  踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏切道に

比べて事故発生率が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規

制の実施状況等を勘案し、着実に踏切遮断機の整備を行う。 

    自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況等

を勘案して必要に応じ、障害物検知装置、オーバーハング型警報装置
(*)
、大型

遮断装置
(*)
等、より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進める。 

  高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる、全方位型警報装置
(*)
や非

常押ボタンの整備、障害物検知装置の高規格化を推進する。 

  道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、う回路の状況等を

勘案し、必要に応じ、自動車通行止め、大型自動車通行止め、一方通行等の交

通規制を実施するとともに、併せて道路標識等の大型化、高輝度化による視認

性の向上を図る。    

    

        ２２２２    踏切道踏切道踏切道踏切道のののの統廃合統廃合統廃合統廃合のののの促進促進促進促進    

  踏切道の立体交差化、構造の改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道のう

ち、その利用状況、う回路の状況等を勘案して、地域住民の通行に特に支障を

及ぼさないと認められるものについて、統廃合を進めるとともに、これら近接

踏切道以外の踏切道についても同様に統廃合を促進する。ただし、構造改良の

うち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な場合の歩道整備については、その

緊急性を考慮して、近接踏切道の統廃合を行わずに実施できることとする。 

    

        ３３３３    そのそのそのその他踏切道他踏切道他踏切道他踏切道のののの交通交通交通交通のののの安全安全安全安全及及及及びびびび円滑化等円滑化等円滑化等円滑化等をををを図図図図るためのるためのるためのるための措置措置措置措置    

  踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じて、踏切道予告

標、踏切信号機の設置や踏切保安設備等の高度化を図るための研究開発等を進

めるとともに、車両等の踏切通行時の違反行為に対する指導取締りを積極的に

行う。 

  自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し、交通安全意識の向上及び踏

切支障時における非常押ボタンの操作等に係る緊急措置の周知徹底を図るため、

踏切事故防止キャンペーンを推進する。また、学校、自動車教習所等において、

踏切の通過方法等の教育を引き続き推進する。 
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また、踏切事故による被害者等への支援についても、事故の状況等を踏まえ、

適切に対応していく。 

    このほか、踏切道に接続する道路の拡幅については、踏切道において道路の

幅員差が新たに生じないよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


